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午前９時００分開議

○議長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員数は１２名であります。定足数に達していますので、第７７回神

河町議会定例会第４日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
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ここで、御連絡いたします。石堂地域振興課長より、鳥獣被害防止に係る会計検査院

の検査のために本日欠席届が出ております。また、和田税務課長より平成２８年度分の

確定申告相談の出役のために欠席届が出ておりますので、御了承を願います。

それでは、早速議案の審議に入ります。

・ ・

日程第１ 第５号議案の撤回の件

○議長（安部 重助君） 日程第１、第５号議案の撤回の件を議題とします。

３月１日、町長から提出された第５号議案、神河町空家等の適正管理及び利活用の促

進に関する条例制定の件について、３月７日に撤回の請求がありました。

町長から、第５号議案の撤回の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第５号議案撤回の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、３月１日、本定例会初日に提案をいたしました神河町空家等の適正管理及

び利活用の促進に関する条例制定の件の取り下げでございます。

本条例制定につきましては、適正な管理と利活用の推進の２本柱で平成２６年１１月

２７日法律第１２７号で制定されました空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき

提案をさせていただきました。

空き家の問題は全国的な課題である上、本町においても各区から老朽空き家対策を求

める声が上がっており、早急な対策が望まれるところではありますが、本件の議案審議

を付託されました総務文教常任委員会における審議経過と委員御質問の趣旨等を踏まえ、

提案条例における一部表現方法の修正及び空き家の適正管理と利活用における区及び住

民等の協力内容とその手続の流れがわかる参考資料を提示した上で再度提案を行いたい

ために、取り下げを行うものでございます。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） お諮りします。ただいま議題となっています第５号議案撤回の

件を許可することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議なしと認めます。第５号議案撤回の件を許可することに

決定しました。

・ ・

日程第２ 第２１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２、第２１号議案、平成２８年度神河町一般会計補正予

算（第７号）を議題とします。

審査を付託しておりました総務文教常任委員会の審査報告を求めます。

宮永総務文教常任委員会委員長。

○総務文教常任委員会委員長（宮永 肇君） おはようございます。
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総務文教常任委員会の委員長、宮永でございます。去る３月３日の本会議において総

務文教常任委員会に付託されました第２１号議案、平成２８年度神河町一般会計補正予

算（第７号）について報告します。

審査の結果は、本日お手元に配付されている審査報告書のとおりでございます。総務

文教常任委員会に付託されました第２１号議案については、３月７日に審査した結果、

当委員会として原案のとおり可決することに決定しました。賛成者は多数（６名）であ

りました。なお、藤原資広議員から少数意見留保の申し出がありましたので、その旨、

御報告しておきます。

付託議案の審査の経過について報告します。日時は３月７日午前９時から午後２時ま

で、役場第３会議室において総務文教常任委員会８名全員により、執行部からは町長ほ

か特別職及び各課管理職の出席のもと、他の付託とともに審査を行いました。

議案の審査に当たっては、提案の趣旨と目的に従って適正な判断により行政成果が上

がるよう、かつ行政の進展と住民の福祉の向上にどのような効果をもたらすか、執行に

どのように反映されるべきかなどの観点から審査を行いました。

主な質疑について御報告いたします。

まず、今回の予期せぬ降雪量に伴う除雪費用の補正について説明を求めました。まず、

山下地域振興課参事兼観光振興特命参事及び建設課、真弓課長より審査冒頭に今回の補

正の根拠についての説明資料の提示があり、これの朗読により説明を受けました。

次いで、質疑により上小田地内の除雪委託について、これまでのいきさつ等について

の説明を受け、現況の把握と理解をした上で委員からスキー場開業後の除雪についての

意見、提言等の発言がありました。

補正の事情について、観光道路と称される部分、約４キロメートルでございますが、

これを地域振興課、一般町道については建設課の所掌として区分されており、それぞれ

のいきさつに基づいて積算され、それに加えて１月の降雪実績から２月、３月の降雪量

を推定して、除雪費用の試算から積算したという内容であります。

また、スキー場の経営は１０年以上継続されるとの予測の上で、この事業を経費の上

において、また事故や不都合、また不公平が生じることのないように執行する上での注

意と配慮に努力を願いたい旨の意思表示をいたしました。

次に、スキー場のセンターハウスに関する繰り越し費用等についての質疑がありまし

たが、これについて二、三意見のやりとりがありましたが、提出されている費用詳細以

外については構造、設計等に及ぶ説明が現段階では公表できないものがあるということ

で御理解を願いまして、及んでおりません。

それから、次には民生費の臨時福祉給付金の減額についての質問がありました。これ

については、大中健康福祉課長より未申請分を含めて当初見込みより実績見込みが減少

しているせいで減額となっておりますとの御答弁でございます。

それから、同じく民生費で児童福祉費の減額ということで質疑がありまして、吉岡住
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民生活課長よりの御答弁で、児童手当の実績が当初見込みより減少しているということ

で減額になりましたという御答弁でございました。

それから、林業総務費の千ケ峰三国岳線の工事負担金についてということでの質疑で

ございましたが、この路線については早期開通を特にお願いしたいという要望がありま

したので重ねて申し上げます。これについて、石堂地域振興課長からの御答弁で、この

事業は兵庫県が主体の事業ですが、非常に急峻なる地形の中を頑張っていただいており

ますが、あくまでも県の主体でありまして、年度ごとの出来高は結局は当初計画より少

なくなってきたという実情ですとの報告でございました。それについて日和総務課長の

ほうからも御説明がありまして、この森林基幹道である三国岳線については、大変長き

にわたり県そして国のほうに要望をいたしておりますということで、当初の要望年次で

いきますと平成２７年から２８年度の完了であったかと思いますが、現時点においては、

平成３４年度というようなところに要望の年度を少し繰り延べてほしいというような話

が以前にありましたとの報告でございます。

次に、同じくおっしゃっておられるのが、このたびの質問を契機として町当局としま

しては引き続き県当局に目標年度の完了を目指して進めていただきたいということを継

続要望してまいるということで、これからも取り組みを進めてまいりますというふうな

ことで総務課長の御答弁でございました。

それから、プロモーション委託ということで９００万円が計上されておったことに

ついての質疑でございます。これについてはソフト事業でありますが、マックアースさ

んとも事前に協議をした上で県民センターとも協議をさせていただいて、いろんなやら

ねばならないというふうな事柄のうち補助対象になる分を探してより出してきましたと

いうことでございまして、具体的な中身としてはオープンチラシの作成であるとかパン

フレット、ポスターの作成、オープニングセレモニー、スキー場ウエブサイトの作成、

新聞・ラジオ・インターネットの広告、テレビの広告、春夏秋向けイベントの備品、そ

ういうものを含めて９００万円、全て補助対象でございますという御答弁でございま

す。

それから、辺地債の使用について、これにいろいろ項目があるんでございましたが、

これについての質疑がございまして、辺地債につきましてはスキー場、作畑・新田線、

橋梁長寿命化ということで、この３本柱で配分をいただいております。そのうち作畑・

新田線、橋梁長寿命化については、予定をしていた部分の配分の中で執行をしてまいり

ました。目減りをした部分については、スキー場の分で幾らか目減りをしておりました

が、その中で今回作畑・新田線の測量の部分で減った部分については、橋梁長寿命化と

いうことでこれも少し減ったので、そちらのほうに全額を充当していきながら辺地債を

活用してきて事業を執行しておりますので、これを返還するということはありませんと

いうことでございました。

以上、討論はありませんでした。
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以上、第２１号議案の審査報告を終わります。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対する質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございますので、質疑を終結します。御苦労

さんでした。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原資広でございます。第２１号議案、平成２８

年度神河町一般会計補正予算（第７号）について、反対の立場で討論に参加をさせてい

ただきます。

反対の理由は２つ、昨年６月ごろにスキー場整備事業費が当初の８億０００万円か

ら１０億０００万円と約２億０００万円ふえた主な理由が本当にそうだったのか。

また、センターハウスの坪単価が高過ぎるのではないかと疑義を抱くからでございます。

６月の事業費額の主な理由の説明は、県から今回の工事が開発行為に該当するため貯

水池機能から調整池機能を有した施設に変更すること、屋根材等の外部資材を周辺の景

観を損なわないような資材に変更すること、また地質調査の結果センターハウス下の地

盤が軟弱であることが判明し、通常の基礎構造からくい基礎構造に変更せざるを得なく

なったことが主な増額の理由だと、町長みずから説明を受けたように記憶をしておりま

す。

当初予算では、スキー場整備事業の総事業費は約８億０００万円、そのうちセンタ

ーハウス部分が約２億０００万円ということでしたから、センターハウス以外の部分

が約６億円ということになります。ことしの２月の説明では全体事業費は１０億００

０万円になるということなので、センターハウス部分は今回補正計上されていますよう

に約３億円ということですから、センターハウス以外の部分が約７億０００万という

ことになります。ということはセンターハウス部分では約０００万円ふえ、センター

ハウス以外の部分で約１億０００万ふえてきたことになります。しかし、当初予算段

階ではセンターハウス事業費の中に給水設備工事や完了検査委託料は含まれていないた

め、それらを控除すると二、三千万程度の増になるものと思います。また、センターハ

ウス以外の調整池では、約三、四千万円程度の増になるものと見ております。つまり町

長から説明のあった２つの工事の増額部分を合わせても、全体増額分の３割程度しか占

めていないことになります。つまり調整池以外の増額分が１億三、四千万円程度という

ことになりますから、これが主たる増額の理由にあるものと思われます。

確かに町長が説明された部分も含んでいますが、６月の説明時点では県の指導に従い

変更せざるを得ないので、事業費の増を認めていただきたい旨の説明内容に疑義を抱か
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ざるを得なくなってしまうということなのです。

あわせて、以前から常々指摘してきましたように、６月時点で事業費増に係るありの

ままを説明し、必要な予算措置を講じ議会の議決を得てから増額部分を含んだ工事を発

注すべきであって、その時々に必要な予算措置上の諸手続が欠落しているから後々にご

たごたするような結果になってしまうということを言いたいのでございます。要は、議

会にはしっかりと真実のままを丁寧に説明していれば、このような事態にはならなかっ

たのではないかと言いたいのです。

次に、センターハウスの坪当たり単価ですが、当初の倍近い１００万前後になってい

るという点であります。鉄骨づくりの構造でそんなに複雑な構造でもないのに、また、

コンクリートづくりでもないのになぜそこまで高価なセンターハウスが必要なのか、そ

の理由がわからないからでございます。

以上述べました理由により、第２１号議案、平成２８年度神河町一般会計補正予算

（第７号）について反対するものでございます。

これで反対討論を終わります。

○議長（安部 重助君） 次に、賛成討論を求めます。賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 次に、反対討論を求めます。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 次に、賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結いたします。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第２１号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

○議長（安部 重助君） 次の日程に入る前に、第２２号議案から第２８号議案までの各

議案について経過を説明します。

各議案については、３月１日の本会議において町長から議案が上程され、提案説明が

ありました。３月３日の本会議においてそれぞれ質疑を行い、本日討論と採決を行うも

のであります。

それでは、日程に戻ります。

・ ・

日程第３ 第２２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第３、第２２号議案、平成２８年度神河町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第４号）を議題とします。
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上程議案に対する討論に入ります。討論ございませんか。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第２２号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに賛成の方

は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第２２号議案は、原案の

とおり可決されました。

・ ・

日程第４ 第２３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第４、第２３号議案、平成２８年度神河町介護保険事業特

別会計補正予算（第４号）を議題とします。

上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論がないようでございますので、討論を終結します。

第２３号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに賛成の方

は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第２３号議案は、原案の

とおり可決されました。

・ ・

日程第５ 第２４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第５、第２４号議案、平成２８年度神河町土地開発事業特

別会計補正予算（第２号）を議題とします。

上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論がないようでございますので、討論を終結します。
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第２４号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに賛成の方

は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第２４号議案は、原案の

とおり可決されました。

・ ・

日程第６ 第２５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第６、第２５号議案、平成２８年度神河町産業廃棄物処理

事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。

上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第２５号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに賛成の方

は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第２５号議案は、原案の

とおり可決されました。

・ ・

日程第７ 第２６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第７、第２６号議案、平成２８年度神河町寺前地区振興基

金特別会計補正予算（第２号）を議題とします。

上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論がないようでございますので、討論を終結します。

第２６号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに賛成の方

は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第２６号議案は、原案の

とおり可決されました。

・ ・
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日程第８ 第２７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第８、第２７号議案、平成２８年度神河町水道事業会計補

正予算（第４号）を議題とします。

上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論がないようでございますので、討論を終結します。

第２７号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに賛成の方

は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第２７号議案は、原案の

とおり可決されました。

・ ・

日程第９ 第２８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第９、第２８号議案、平成２８年度神河町下水道事業会計

補正予算（第４号）を議題とします。

上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論がないようでございます。討論を終結します。

第２８号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに賛成の方

は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第２８号議案は、原案の

とおり可決されました。

・ ・

日程第１０ 第４２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１０、第４２号議案、神河町デジタル防災行政無線シス

テム（同報系）整備工事請負契約締結事項の変更の件を議題とします。

事務局、議案の朗読をしてください。

〔事務局長朗読〕
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第４２号議案 神河町デジタル防災行政無線システム（同報系）整備工事請負契約締

結事項の変更の件



○議長（安部 重助君） 上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町デジタル防災行政無線システム整備工事請負契約締結事項の変更の

件でございまして、平成２８年５月２日締結以降に変更要件が発生したため、契約金額

を当初契約５億４９４万０００円を５億２９１万２８０円に減額するもので、減

額分は２０２万７２０円となります。

変更する理由は、戸別受信機の購入数増、ダイポールアンテナ等の減、双方向通信機

器に係るケーブル部材費、岩盤掘削等の変更により工事費を減額するものであります。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、住民生活課防災特命参事から御説明いたしますので、よろしく御

審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 住民生活課、田中でございます。そ

れでは、第４２号議案の詳細につきまして説明させていただきます。添付資料をごらん

ください。

資料の工事変更概要書１ページ目の左上段、親局関係について御説明申し上げます。

当初契約額４２１万２８０円に対して、変更増減額は４６万３２０円の増であ

ります。第１回変更契約額は４６７万６００円です。その主な要因は、資料中ほど

項番１をごらんください。遠隔制御装置について、当初本庁宿直室、情報センター及び

姫路市消防局に設置する予定としていましたところ、定時放送、午前６時と午後７時３

０分のあり方について総務課と情報センターの協議の結果、定時放送を総務課が行うこ

ととなったため情報センター分を１台減としました関係で、１６７万円の減となってお

ります。

項番２、親局設備の確定により無線機器が発する熱量を勘案いたしますと、２４時間

運転が可能である５馬力以上の空調設備が必要であることが判明いたしました。現状で

は夜間に空調設備が切れることから空調設備を設置することとしたほか、項番３、同軸

避雷器の数量増が必要になりました関係で合わせて２１３万０００円の増となり、差

し引き４６万３２０円の増額となっております。

次に、中継局関係について説明申し上げます。

当初契約額４５４万０８０円に対して変更増減額は２１７万２８０円の増で、
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第１回変更契約額は６７１万３６０円でございます。その主な要因は、項番９、大

嶽山山頂のアンテナ建柱作業箇所におきまして深さ ５メートル、縦横２メートル四方

の約１０立米の掘削が必要なところ、重機の搬入ができない場所であり岩盤層のため、

静的破砕剤を使用して人力で掘削を行いました。この関係で、２６２万０００円の増

となっております。この静的破砕剤とは、岩石の破砕や掘削等において重機や発破など

を使用することができない場所にあるものを壊す際に用いる材料のことで、特殊な石灰

系無機化合物を主体とする灰白色の粉末でございます。破砕対象にえぐってあけた穴に

この静的破砕剤を充填いたしますと、時間の経過とともに水和反応により生じる膨張圧

を利用して破砕につなげるものでございます。

項番６、７、８につきまして、中継局を設置しております大嶽山は埋蔵文化財包蔵地

であり、土木工事等を行う場合は兵庫県教育委員会へ発掘調査を行う届け出が必要なた

め、その届け出を行い、兵庫県文化財課の立ち会いのもと試掘調査を行いました。その

協議結果をもとに、フェンス設置形状等を変更し施工しました関係で４１万０００円

の減となります。その他、避雷器の追加等、差し引き２１７万２８０円の増額となっ

ております。

続きまして、最下段、簡易中継局関係について説明申し上げます。

当初契約額５９３万６８０円に対して変更増減額は２１万２４０円の増で、第１

回変更契約額は６１５万９２０円でございます。その主な要因は、項番１３、避雷対

策につきまして簡易中継局については当初避雷対策としてケーブル経由の同軸避雷器で

の対応としておりましたが、他町の最新の状況を勘案し、より安全対策としまして電波

を再送信する簡易中継局の機器を守るため、戸別受信機への放送に影響があることを考

え避雷針を設置しております。その関係で、２１万２４０円の増額となっております。

続いて、２ページ目の左上段をごらんください。再送信子局関係について説明申し上

げます。

当初契約額４３３万８８０円に対して変更増減額は２２０万６００円の増で、

第１回変更契約額は６５４万４８０円でございます。その主な要因は、項番１６、

避雷対策について、再送信子局について当初避雷対策としてケーブル経由の同軸避雷器

での対応としておりましたところ、他町の状況を勘案し電波を再送信する再送信子局の

機器を守るため、戸別受信機への放送に影響があることから、より安全対策として避雷

針を設置し、８４万０００円の増となっております。

項番１８、１９、ハンドセット、双方向に通信ができる機能のことでございますが、

この設置に伴い材料費等、制御ケーブルとメッセンジャーワイヤーの追加で９７万０

００円の増額となっております。

項番２０、上小田の再送信子局の空中線柱の設置場所が岩盤のため通常の建柱車で掘

削できなかったことから、特殊削岩機を利用した掘削作業を行いました関係等で４１万

０００円の増となっております。再送信子局関係、合わせて２２０万６００円の増
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額であります。

次に、再々送信子局関係について説明申し上げます。

当初契約額６２０万８４０円に対して変更増減額は８６万３２０円の増で、第１

回変更契約額は７０７万１６０円でございます。その主な要因は、項番２１、避雷対

策について、再々送信子局については当初避雷対策としてケーブル経由の同軸避雷器で

の対応としておりましたところ、他町の状況を勘案し電波を再々送信する再送信子局の

機器を守るため戸別受信機への放送に影響があることを考慮し、より安全対策として避

雷針を設置し、２１万０００円の増となっております。

続いて、項番２５、再々送信子局の空中線柱の設置場所が岩盤のため通常の建柱車で

掘削できなかったことから、特殊削岩機を利用した掘削作業を行いました関係等で６２

万０００円の増となっております。再々送信子局関係、合わせて８６万３２０円の

増額でございます。

続いて、最下段の屋外拡声子局関係について説明申し上げます。

当初契約額１億７６２万２００円に対して変更増減額は０４５万２４０円の

増で、第１回変更契約額は１億８０７万４４０円でございます。その主な要因は、

項番２８、２９、ハンドセット（双方向通信機器）の設置に伴う公民館等への材料費の

計上につきましては、当初設計では各屋外拡声子局の設置位置や公民館への引き込みル

ートが確定していないことから費用を計上しておりませんでしたが、引き込みルートが

確定したことから、関係公民館等へケーブル等関係費用を計上しました関係で８０６万

０００円の増となっております。

続いて、項番２６の避雷対策につきまして、より安全対策として避雷針を設置し２１

万０００円の増となっております。

続いて、項番３０につきまして、屋外拡声子局の空中線柱の設置場所が岩盤のため通

常の建柱車で掘削できなかったことから、特殊削岩機を利用した掘削作業を行いました

関係等で２１７万２４０円の増となっております。屋外拡声子局関係、合わせて０

４５万２４０円の増額でございます。

続いて、３ページ目をごらんください。戸別受信機関係について説明申し上げます。

当初契約額２億３８万２００円に対して変更増減額は８４１万７２０円の減で、

第１回変更契約額は１億１９６万４８０円であります。その主な要因は、項番３２、

３３、戸別受信機の発注・設置関係でございまして、当初２００個の予定でしたが、

７００個を購入しております。最終的に３２９個の設置となります。この設置数に

つきましては当初設計では２００個でございまして、１０ ３％の設置状況となって

おります。残数につきましては、今後の新規入居者への設置等に使用する予定で、４

７３万０００円の増額となっております。

続いて、項番３４、３５、ダイポールアンテナ、同軸ケーブル、同軸接栓の発注・設

置関係につきまして、ダイポールアンテナは当初０００本の予定でございましたが、
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最低購入単位数の５００本を購入いたしました。最終的に２５１本の設置となります。

設置率は １％でございまして、当初想定の４０％を超えることから大きく減少してお

ります。このことにつきましては、中継局また屋外再送信子局等の設置場所が戸別受信

機の受信状況に最適な電波状態となりまして、設計会社も驚くような設置率となってお

ります。

ちなみに、県下の近隣町の状況でございますが、隣の多可町で６％、加東市で約４０

％となっておりまして、地形とかまた建築物のハウス建築等であれば電波状況が悪いよ

うなことも聞いております。

同軸ケーブルは当初３万メートル、ダイポールアンテナ１本につきまして１５メート

ルの予定でございましたが９００メートルを購入し、最終的に６４５メートルの設置と

なります。同軸接栓は当初０００本の予定でございましたが、購入せず、使用しない

こととなりました。このことは、戸別受信機の機種が決まりまして設計と違う別の接続

部材を使用することができたことで安価について、材料として計上しなくてよくなった

ことでございます。ダイポールアンテナ、同軸ケーブル、同軸接栓の関係で５３２万

７２０円の減額となります。

続いて、項番３６、３７の三素子アンテナ、空中線ポール、同軸ケーブル、同軸接栓

の発注・設置について、三素子アンテナ、空中線ポール、同軸ケーブル、同軸接栓全て

について発注予定でございましたが、発注をやめております。その要因は、電波調査の

結果、電波状況が悪かったグリーンエコー笠形、砥峰交流館、峰山高原ホテルへの設置

を想定しておりましたが、それぞれダイポールアンテナで対応できるために設置しない

こととしております。ケーブル等の材料費や労務費が減少しました関係で、７８２万

０００円の減額となっております。戸別受信機関係、合わせて８４１万７２０円

の減額でございます。

以上のことから、差し引き２０２万７２０円を減額させていただき、当初契約５

億４９４万０００円を５億２９１万２８０円に変更するものでございます。

続いて、添付資料４枚目の参考資料をごらんください。工期の延長について説明申し

上げます。

工期について、完成、平成２９年３月２３日とありますのを完成、平成２９年４月３

０日と改めるもので、理由は避難勧告などの防災情報につきまして、携帯電話の緊急速

報メールや防災かみかわ加入者へのメールなどが行うことができる情報連携装置につい

て、その中の一つであります雨量情報や河川水位情報から避難判断を行い情報発信する

避難判断システムの構築に時間を要したためでございます。５枚目には三つ折りで工程

表を添付しております。赤字の部分が工期延長に係る工程でございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。
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藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。資料の３ページ、工事変更の概要書の

３ページなんですけど、ダイポールアンテナが０００本から実際２５１本まで減った

ということなんですけども、この２５１本の中で戸別に受信しにくかったのか、それと

もある程度エリア的に受信が届きにくいエリアがあったのか、そこら辺だけ教えていた

だきたいんですけども。

○議長（安部 重助君） 住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 資広議員の質問にお答えいたします。

南小田、上小田また長谷エリアにおきまして、部分的に入りにくい箇所がありました。

以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほか、ございませんか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷でございます。１点お尋ねをしたいと思いま

す。

これは第１回の変更契約額ということですので、第２回目があるのかなということも

想像はするわけなんですが、昨日、戸別受信機の一斉の点検放送をされた中で、特にさ

っきも出てましたように、南小田なんかでしたら結構当初の設置時点から見ますとかな

り入りが悪くなったというような分が結構あったんじゃないかなとは思うんですが、そ

の辺の件数がどのぐらいあったのか私はわからないんですが、例えば今回の中で新たに

これはアンテナ等をつけなければならないということが生じた場合、アンテナは２５０

本ほど在庫がありますのでそれで対応はできると思うんですが、その設置費等がふえて

くる可能性があると思うんですが、その辺の対応についてはどのように考えておられま

すか。

○議長（安部 重助君） 住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 三谷議員の質問にお答えいたします。

設置費につきましては町費で対応いたしますので、個人負担はございません。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） 当然個人負担はないことはわかってますので、というこ

とになれば工事請負契約費に影響はしてこないかという、その心配をしとるわけです。

○議長（安部 重助君） 住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 今のところ、ダイポールアンテナを

設置する要望箇所については存在しておりません。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷でございます。ということは、きのうの一斉

の試験放送の中でそれぞれ入りが悪かったというとこがある中で、特に再度点検すると

いう中でこのアンテナを新たに設置する家はなかったということで、そのように理解し

－２２５－



とっていいわけですか。

○議長（安部 重助君） 住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） そのように理解していただいて結構

でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほかないようでございますので、質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論の方、ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論の方、ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論がないようでございますので、討論を終結します。

第４２号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに賛成の方

は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第４２号議案は、原案の

とおり可決されました。

ここで暫時休憩をいたします。再開を１０時５分といたします。

午前 ９時５０分休憩

午前１０時０５分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

多くの区長様方を初め大変傍聴に来ていただきまして、まことにありがとうございま

す。また、傍聴規程によりまして傍聴していただきますように、ひとつよろしくお願い

しておきます。

・ ・

日程第１１ 一般質問

○議長（安部 重助君） それでは、日程第１１、一般質問であります。

町の一般事務について質問の通告を受けておりますので、ここで順次許可いたします。

なお、議会運営基準第９１条及び９１条の２の規定により、質問は１要旨１問ごとに

行い質問方式は一問一答で行うこととし、また議員一人につき質問、答弁合わせて６０

分以内となっております。６０分を過ぎると質問中、答弁中にかかわらず議場内ブザー

によりお知らせし、議長より発言をとめますので御了承願います。

会議における議員の質問は、町政上の論点及び争点を明確にするために一問一答方式

でこれを行うと議会基本条例第１２条第１項においても定めております。同条第２項で
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は、質問の要旨、論点、争点を明確にするものに限り、町長等は議長の許可を得て議員

の質問に対して反問することができると議員に反問できることを認めております。また、

同条第３項では、議員及び町長等は限られた時間内で効率的に論議を深めるための心構

えとして、発言に当たっては要旨を簡潔に述べるよう努め、いたずらに時間を費やすこ

とを慎まなければならないと定めております。いずれも会議の活性化を図るためのもの

ですので、念のためここで申し添えておきます。よろしくお願いいたします。

それでは、通告順に従いまして、１０番、小林和男議員を指名いたします。

小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） １０番、小林です。本日は４件の質問をします。

１番、アンドロイド（人工型知能ロボット）の導入を日本一の学校を目指す神河町の

教育にどのように活用するのか。２点目、粟賀小学校跡地利用のまちづくりにＰＦＩ事

業計画の進展は今どのようなのか。過疎地の認定を受ければ、地元住民が望む活性化に

つながる事業に仕切り直すことはできないのか。３点目として、銀の馬車道が国の日本

遺産に指定されたら町の観光資源としてどのように生かされますか。４点目として、林

業振興で林道網の整備と山頂付近に広葉樹林帯を育成について。以上４件の質問をしま

すので、どうぞよろしくお願いします。

まず、１つ目の質問から、ソフトバンクから神河町の小・中学校にアンドロイド（人

型人工知能ロボット）を３年間無償で貸していただけると新聞に報道がありました。先

進的な教材の提供を受けられたのは、兵庫県内では神河町だけだと聞きます。この絶好

のチャンスを生かして、神河町の教育レベルを日本一の学校に定着できないかという質

問です。御答弁をお願いします。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、小林議員の１番目の御質問にお答えさせていただき

ます。

質問にありました人型人工知能ロボットですが、昨年１１月にソフトバンクグループ

株式会社による自治体に人型ロボットＰｅｐｐｅｒを提供し学校でのプログラミング教

育を推進するという、Ｐｅｐｐｅｒ社会貢献プログラムスクールチャレンジの参加自治

体の募集がありました。神河町も応募したところ、このたび採択をいただくこととなっ

たわけであります。全国で１７自治体、２８２校が採択され、兵庫県では唯一神河町が

採択自治体となりました。今後３年間、無償で神河町の全ての小・中学校にＰｅｐｐｅ

ｒを導入していただきます。

ソフトバンクでは、このスクールチャレンジプログラムをＡＩ、いわゆる人工知能と

いうこと、そしてスマートロボット、いわゆる知的なロボット、それらが普及する時代

に生きる子供たちの論理的思考力や問題解決力、創造力の育成に貢献するための教育支

援プログラムとして位置づけています。

また、文部科学省では学習指導要領の改訂の中で平成３２年度から小学校でのプログ
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ラミング教育の導入が予定されております。

神河町では、地域創生総合戦略のアクションプログラムの一つである「村を守ろう、

地域を守ろう、町を守ろう教育の推進」、いわゆる日本一の学校づくり事業の一つとし

て越知谷小学校での特色ある取り組み「ＷＥＢの世界に明るい未来を見出す子供をめざ

して」の中で人型ロボットの導入を計画していました。今回、越知谷小学校だけでなく、

全小学校そして中学校に導入いただくこととなり、新学習指導要領に組み込まれる予定

のプログラミング教育に向けた先行的、先進的な取り組みとして位置づけることととも

に、日本一の学校づくりの中の目玉の一つとして積極的に推進していきたいと考えてい

ます。

特に今回の採択は、神河町のこれまでの日本一の学校づくりの取り組みとソフトバン

クの目指している企業理念や事業趣旨が合致したこと、また日本一の学校づくりだけで

なく神河町が積極的に取り組んできました教育活動や教育施設の充実、子育て支援や若

者支援、その他まちづくりに積極的に取り組んできたたまもので、神河町が高く評価さ

れた結果だと思っております。

小林議員からの御提案のように、このプログラムの体験を通して子供たちが神河町の

学校で学んでよかった、楽しかった、これからも住み続けたいと思ってもらえるように、

また神河町の児童・生徒の創造力や思考力、問題解決力が高まることで教育レベルがさ

らに向上するように取り組んでまいりたいと考えております。

なお、実際の導入内容や今後のスケジュールなどの詳細につきましては、教育課長か

ら御説明申し上げますのでよろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） それでは、追加して教育課長から説明を求めます。

教育課長。

○教育課長（松田 隆幸君） 教育課の松田でございます。私からは、配備の内容、各学

校での取り組みや活用内容、また今後のスケジュール等について御説明をしたいと思い

ます。

まず、学校への配備台数ですが、越知谷小学校と長谷小学校にそれぞれＰｅｐｐｅｒ

が３台、パソコンが３台、Ｗｉ－Ｆｉが２台、神崎小学校、寺前小学校、神河中学校に

はそれぞれＰｅｐｐｅｒが７台、パソコンが７台、Ｗｉ－Ｆｉが３台配備されることと

なりました。この台数につきましては、１クラスで６名から７名のグループに分かれて

学習をするということで、各学校の最大クラスの児童・生徒数を６で割って、１台の予

備を足して算出されております。

次に、Ｐｅｐｐｅｒにできることですが、しゃべる、動く、会話をする、また画面に

表示するなどで、Ｐｅｐｐｅｒ専用のコレグラフというアプリで子供たちがプログラミ

ングをいたします。

今回の対象は小学校４年生以上の児童、また中学校の生徒で、基本的なカリキュラム

は年間６時間。ソフトバンクグループが開発をした教育プログラムが提供されますので、
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それに準じて取り組みます。

現在も学校で取り組んでおりますが、情報教育等の時間のうちで年間６時間をこれに

充てたいと考えております。教育課に所属をしております情報教育指導員と各学校の情

報教育担当教諭、そしてクラス担任により指導いたします。基本のカリキュラムをベー

スに各学校で独自の取り組みをする中で、他の教科への活用も期待されるところです。

また、全小・中学校に配備していただけるということで、神河町全ての小学校４年生

から中学校３年生までの各発達段階に応じた取り組みが可能で、効果的に活用したいと

いうふうに考えております。

既に越知谷小学校には先行導入校としまして２月７日にＰｅｐｐｅｒが配備、セット

アップされまして、現在既に活用しております。その他の小学校につきましては、昨日

全校に配備が完了いたしました。中学校には明後日、１７日に配備が予定で、その後順

次セットアップされ使用可能となります。３月３１日にはソフトバンクの指導者による

学校の先生方への導入講習会が予定をされており、４月から実際に各学校での学習が始

まっていくという予定になっております。

各学校においては、各グループで作成をいたしましたプログラムの学習成果の発表と

コンテストを行います。その後、各学校の代表によって神河町のコンテストを１２月２

日、今のところ予定では人権・青少年健全育成合同大会の中でそのコンテストを予定し

たいというふうに考えておるところでございます。

次に、町のコンテストの優勝チームは、東京で行われます採択自治体１７自治体の代

表によります全国大会に出場いたします。さらに、全国大会優勝チームはＩＴ企業の一

大拠点でありますアメリカのシリコンバレーに招待されるということになっております。

神河町の児童・生徒が優勝するかしないかというのは別にしまして、これまでＩＣＴ

の機器を情報収集であったり計算、またゲーム等で主に使っておったものが、Ｐｅｐｐ

ｅｒを教材とした学習を通じて子供たちの創造力、理論的な思考力、問題解決力を培う

ほか、グループ活動という中で協調性や粘り強さなどの人間性の向上にもつなげるよう

にというのが今回Ｐｅｐｐｅｒ導入の一番大きな狙いだというふうに考えております。

この取り組みにつきましては、子供たち、また町民の皆様の関心や期待も非常に大き

いものと感じております。日本一の学校づくりの展開の中で、神河町の特色ある取り組

みとして、この機会を積極的また有効に活用していきたいというふうに考えております。

以上、説明を終わります。

○議長（安部 重助君） 小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） 全国約８００ほどの自治体がある中で１７の自治体、

その中で神河町が選ばれたということは非常にラッキーいうんかね、運がよかった、喜

ぶべきと思います。

最近のマスコミの報道によりますと、３年先に学習指導要領が変わり小学校でコンピ

ューターのプログラムを教え、また英語教育は現在５年生から教えることになっている
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が、３年生からに早くするそうです。要するに今後の社会情勢を見据えると、人工知能

ロボットが話しながらお客様を誘導案内したり、自動車の運転をロボットが使いこなせ

るというふうな社会の到来を見据え、ロボットを使いこなせる教育、また経済がグロー

バル化となって世界市場となるということで、ビジネスは英会話の語学力が必要と言わ

れています。このように、専門性の高い教師の対応は大丈夫なのかという質問です。よ

ろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 教育課長。

○教育課長（松田 隆幸君） 教育課の松田でございます。今の小林議員の質問ですが、

まずロボットを使いこなせるというようなお話がありましたが、今回のロボットの使い

こなしという部分については情報教育担当の専門員とも話をしましたが、ロボットを使

うというよりもそのロボットを動かすためのプログラムをする。すなわち、我々の仕事

と同じように段取りをしていく。一つの物事を進めようと思えば、その段取りをするこ

とによって仕事ができる、ロボットが動くということをしっかりと子供たちが感じると

いうことが、まず一つ重要な取り組みだというふうに考えております。

もう一つは、学校の先生が指導する、考えるというよりも、ソフトバンクも同じよう

な考え方だと思いますが、子供たちの自由な発想の中で大人が考えるよりも、えっ、こ

んなことというような考えが出てくるということが非常に大事なことであり、コレグラ

フのプログラムというのは今聞いておるところによりますとそれほど難しくなく、絵で

あったり簡単な文字で動かせるということでありますので、十分教員のほうは対応がで

きますし、逆に子供たちが自分たちの発想でどんどん取り組んでくれるということが非

常に大事ではないかなというふうに考えておるところです。以上です。

○議長（安部 重助君） 小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） ３年先の学習指導要領が変わったら英語の教育を早める

というふうな方針が出ているという報道がありましたので、英語教育についてなんです

けども、先日３月の５日でしたかね、神崎保育園の学習発表会がグリンデルホールであ

りまして、私、それを見せてもらったんですけども、何と３歳、４歳ほどの児童が英語

の歌を歌って披露しました。それから歌詞に合わせた手話を歌に合わせて振りつけで、

その指先の動きなんかすごく敏捷でわかりやすく、やっぱり幼児のころの教育は必要や

な、すばらしいな思うて思ったわけなんですけども、英語の教育なんかは特にもう１年

でも早いほうが効果的と思うんですけども、そのほうの準備はいかがでしょうか。

○議長（安部 重助君） 教育課長。

○教育課長（松田 隆幸君） 教育課の松田です。神河町における英語教育ですが、新学

習指導要領によって４年生からの英語という取り組みになりますが、現在も神河町では

ＡＬＴの招聘、またＧＡＴＥというそういう小学校の英語専門の支援員の活用によりま

して、各学校で実際に英語と触れ合っております。また、外国人との触れ合いを行って

います。それにつきましては、今おっしゃいました保育所では英語の歌等を学習してお
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るということですが、幼稚園、小学校の生徒については実際にＡＬＴと話をしながらそ

ういう教育を現在も進めておるところでございます。以上です。

○議長（安部 重助君） 小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） 神河町は英語は特に他町より進んでいると以前から聞い

ておりますのである程度安心はしておりますけども、そのような方向性が明確に出てお

りますので、より一層また英語教育に力点を置いてほしいと思います。

それでテレビ報道なんですけども、都市部、特に首都圏においては子供の教育、子供

の将来を真剣に考える保護者が、教育レベルが充実した学校の校区にわざわざ移住する

というふうなことが実際起きているというふうなことなんですね。ですから神河町も日

本一の学校を目指して今教育を進めてもらっておりますので、近隣から学習レベルの高

い神河町に移住したいなというふうな、そんなふうに期待するわけなんですけども、そ

のようになれば過疎化、人口対策にもなり、町の発展にもつながると思いますので、そ

の辺の意気込みをお聞かせください。

○議長（安部 重助君） 教育長。

○教育長（澤田 博行君） 今、小林議員が言われましたように、教育のレベルの高いと

ころへの保護者の移住というんですか、そういうところの校区で子供を学ばせたいとい

う傾向は都市部では特に強いと思っております。

神河町におきましても、今、町長やとか課長が申しましたように日本一の学校づくり

ということで、それぞれの学校の特色を出そうとしております。今回のこのＰｅｐｐｅ

ｒの導入につきましてもそのようなことを町を挙げてするということで、全国的にも発

信できると思っております。

私は、１月の２５日のソフトバンクの記者発表、東京であったんですが、そのときに

出席したんですけれども、全国の１７の自治体の中には東日本の大震災を経験している

南相馬市も入っております。それから、九州では佐賀県も入っております。そして北海

道におきましては、西天北というてちょっととんがっているところの北海道の一番北の

ほうの５町の連合の町が選ばれております。５町合わせて多分１万０００人ぐらいの

町だと思うんですけれども、そこも取り組んでいるということで、このソフトバンクの

自治体を選んだことは特色ある地域、特色あるところを選んでくれていると思いますの

で、神河町もそういうように教育に熱心なところ、また町を挙げての取り組めるところ、

中学校１と小学校４全てが取り組めるというようなところで、そういうようなことを評

価していただいて選定していただいたんじゃないかなと思っております。

今、このようなものを導入することによって子供たちが自主的に考えて、６人のグル

ープで話し合いますので、話し合いしながらお互いに高まっていく、違いを認め合うと

いう、そういうこれからのコミュニケーション能力も養成していくということが狙われ

ているので、これからの新しい新指導要領のところと全くこのＰｅｐｐｅｒを活用する

ことによって、同じような道を歩むことができるのではないかなというように思ってお
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ります。

○議長（安部 重助君） 小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） 今それぞれの方から力強い御答弁をいただきましたので、

今後に大いに期待をしたいと思います。

それでは、２番目の質問に移ります。粟賀小学校跡地利用のまちづくりに、ＰＦＩ事

業計画の進展は今どのようなのか。過疎地の認定を受ければ過疎債の有利な財源が期待

できるので、地元住民が本当に望む活性化につながる事業に仕切り直すことはできない

のか。民間の外部事業者にまちづくりを委ねるのではなく、旧粟賀小学校区の住民代表

によるワークショップ等を開き、住民による要望やアイデアを地域力と捉え、地域の協

力と総力を結集したまちづくりを期待するという住民の意見が出始めているのですが、

どうなのかという質問でございます。御答弁をお願いします。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、小林議員の２番目の御質問にお答えさせていただき

ます。

旧粟賀小学校跡地の利活用につきましては、平成２７年１０月に策定しました神河町

地域創生総合戦略において旧粟賀小学校跡地 ９ヘクタールを中心に中村・粟賀町の歴

史的景観形成地区を含む周辺一帯の地域再生計画を策定、推進することにより地域の魅

力を高め、活力ある地域づくりを図ることとしております。

町の商業の中心部で ９ヘクタールの広さがあり、国道に面し、播但道の出入り口に

も近いという地の利を生かしたさまざまな活用が考えられるところでございます。

一方で、今定例会の所信表明でも申し上げましたが、町の財政は普通交付税が一本算

定に向けて段階的に縮減していくことや、国勢調査の人口減少により普通交付税、町税

収入が減少することなどからも予断を許さない財政状況でもあることから、公共施設等

についても長期的な視点で長寿命化や重複施設の統廃合、機能移転などを検討し、適正

配置や既存施設の有効活用、ひいては財政負担の軽減や平準化を進めるため、公共施設

等総合管理計画を平成２７年度に策定したところでございます。このことからも、公共

施設などの建設、維持管理、運営等に民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用する

ことにより、安価で上質なサービスを提供していける施設を整備できるようにＰＦＩ事

業を活用し、検討していくものとしたことでございます。本年度は活用基本方針を策定

することとし、対象ゾーンを歴史的景観形成地区である中村・粟賀町を中心に、北は大

黒茶屋、南は福本遺跡までのゾーンとして、関係区の御代表を初め幅広い世代の御意見

をいただくために、消防団、老人会、女性会、商工会、観光協会、小学校ＰＴＡ、銀の

馬車道まちづくり協議会、銀の馬車道商店会など、各種団体の御代表など２０名で組織

する跡地活用検討会を組織させていただきました。この検討会は、このエリアのまちづ

くりを住民みずからが自分たちの住む地域の将来をどのように描いていくかということ

を、民間事業者の知恵や資金を活用して検討していくものとして取り組みを進めていま
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す。

平成２８年度事業における検討会では、跡地に整備する施設としてあったらよいもの、

あったら困るものについてワークショップを開催し、地域の皆様からの御意見をいただ

きました。あわせて、地域の経済状況等を把握されている金融機関の皆様への事業者ヒ

アリングを行いました。ＰＦＩ事業の特徴は、公共施設を核にして複合施設として整備

を進めることにより、機能性が高く、さらに財政負担を軽減できるメリットがあります。

平成２８年６月に議会承認を得ました公共施設等総合管理計画にのっとり、施設を集約

整備することで維持管理費の縮減につながり、ひいては住民負担の軽減につながります。

人口確保対策はしっかりと行う一方で、大幅な人口の自然減少に対応した取り組みが公

共施設等総合管理計画に基づく老朽施設の整理、統合でありますので、この点をまず御

理解をいただきたいと思います。

まずこのことを申し上げた上で、現在協議会での意見、要望を踏まえた中で、平成２

９年度のＰＦＩ事業可能性調査に上げていく施設としては、一つに研修ができる教室の

整備、これは公共施設等総合管理計画で重複施設である神崎公民館機能の廃止をうたっ

ておりますが、中央公民館だけでは利用を賄えないことから、その代替機能を持たせる

ものでございます。また２つ目として、新たな公共施設として地元要望が強い図書館機

能を整備すること。３つ目として、銀の馬車道かいわいの福本から中村・粟賀町そして

吉冨、さらには杉、大山、猪篠に至るまちづくり、にぎわいづくりを想定して資料館、

歴史館的なものの整備、これらにあわせて収益性の高い施設を整備することと、国道と

景観形成地区、銀の馬車道をつなぐアクセス道路の整備や公共トイレや駐車場、公園な

どを整備することの可能性調査に取り組みたいと考えています。

平成２９年度には、これらの施設をどう配置するか、どの程度の規模の施設にするの

か、どういった運営形式をとるのか、そして賛同し協力していただける企業があるのか、

町の財政的な負担が減るのか、町財政が負担できる可能額などの検証をしていきながら、

ＰＦＩ事業の可能性を調査していく予定としております。

また、小林議員の御質問の中に有利な財源である過疎債を活用してとの御提案があり

ましたが、自民党が過疎地域自立促進特別措置法の過疎地域について、平成２７年国勢

調査を踏まえて、過疎化が近年急激に進んだ市町村も指定条件を見直す法案を今国会に

提出することになったもので、平成２９年４月から兵庫県では新たに神河町が指定され

る予定でございます。このことから、７割が交付税措置される過疎対策事業債の発行が

可能となるわけであります。ただし、過疎対策事業債を発行するには過疎法第６条第１

項の規定による過疎地域自立促進市町村計画を策定する必要があります。その策定に当

たっては、当該市町村の建設に関する基本構想、長期総合計画、その他の計画等との整

合性を図る必要があることから、既に作成している公共施設等総合管理計画との整合性

を考慮しながら、十分に検討していく必要があります。このことから、現時点では旧粟

賀小学校の跡地整備については、引き続きＰＦＩ事業の可能性調査を進めていきたいと
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考えております。

以上、小林議員の２番目の質問の回答とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） この一般質問を通告してから知り得た情報なんですけど

も、吉冨区、中村区、粟賀区、福本区、銀の馬車道活性化と抱き合わせてのワークショ

ップが既に２回開催され、ある程度の意見が出ているそうですが、神崎公民館と体育館

にかわるもの、それに図書館を加えるのであれば、少なくとも今まで公民館を使ってい

た住民の意見や要望を取り入れるべきではないか。また、図書館ともなれば全町民が利

用するものなので全町民の希望やアイデアを聞き取るアンケートを実施し、よりよいも

ので住民の満足性の高い施設を期待したいと思うわけなんですが、各種代表者もこのま

ちづくり委員会にというふうな今の答弁を聞いたので、全く吉冨、中村、粟賀、福本以

外は無視で進んでいるのかなと最初はそのように思ったんですけども、各種の代表が入

っているというふうなことなんですが、同じ大切な住民が使う施設を建設するとなるの

であれば、できるだけ全町民、広い視野、いろんなアイデア、いろんな考え方の意見を

集約して、委員会は２０名と言われましたけども、２０名それぞれの有識者ですばらし

い方だろうと思いますけども、２０名というよりもやっぱり全町民、いろんな考え、い

ろんなアイデアを集約するアンケートなんかは行うに値しませんか。どうでしょうかね。

私は、粟賀小学校の跡地やから少なくとも今の４集落いうのやなしに、山田、根宇野、

東柏尾、南部、寺野とか貝野とか加納とかのほかの今まで神崎公民館を使っていた住民

の代表が集まってそのワークショップをというふうな思いがあったんですけども、ちょ

っと私の思いから外れるので、始まったものを今さら方向転換いうのは難しいと思いま

すけども、アンケートぐらいやったら大丈夫やないかと思うんですけども、そのアンケ

ートで意見をする気にもならないですか、値しないですか。その辺のところがわからな

いのでお尋ねします。

○議長（安部 重助君） ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

貴重な御意見ありがとうございます。

今、小林議員の御発言の中にもございましたけれども、事業としては一応３月末とい

う期限を決めた中で、今年度基本的な方針という形で計画の方針を定めたいというふう

に考えておるところでございます。多くの皆様の御意見をいただくというのは当然当た

り前の部分になるわけでございますが、私どもとしましても例えば今の図書館について

は若い世代ということで、委員会の中には幅広い世代の方にも御参加をいただいており

ますのにあわせて、毎年実施をしております中学２年生を対象にしました夢をかなえる

事業等々の中でも、御意見を中学生からもいただいております。その中で、どういった

ものが期待をされているのかといったような部分も若い世代の意見も聴取をさせていた

だいております。そういったこともあわせまして、まだ今は基本計画という段階でござ

－２３４－



いますので、どういったものを基本として公共施設の部分を整備をするか。それにあわ

せて、集客の図れる施設といったようなものもあわせてそこに整備をしてまいります。

そういった部分で民間事業者の皆さんの御意見をいただきながら、最終的にはその可能

性を調べるといったところが来年度の事業の中身になってまいるところでございます。

多くの御意見をいただく中で、よりよきものが整備をされるというのが根本にございま

すが、現状の中ではアンケートというところまでは少しいかないのかなといったような

考え方でおります。

また、その具体的な施設整備をこれから検討してまいりますが、先ほど申し上げまし

たような他市町での事例等々も多分にございますので、そういったところを十分に勘案

をしながら、町民の皆様に喜んでいただけるような施設整備ということで今後も進めて

まいりたいというふうに考えておるところでございます。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） ＰＦＩ事業は民間資本で設計、建設、運営管理の全てが

行われ、完成されたものを町が使用料を支払い利用するものと聞いておりますが、民間

企業は利益を求めるので結果的には高額的な使用料にならないか。繰り返しになります

が、過疎債で７０％の補助が国から受けられるようになれば建設費が有利になるので比

較検討されてはどうなのかという、これは一般の住民さんからのこういった声をお聞き

しておりますので、その比較検討はいかがでしょうか。値しませんか。

○議長（安部 重助君） ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） 実際の施設の運営形態は、さまざまな形態

が考えられるところでございます。そのあたりにつきましても、これから来年度でどう

いった施設の規模にしていくか、どういったレイアウトにしていくか、そしてどういっ

た運営形態にしていくか。そういったところはこれからの部分となってまいります。し

たがいまして、使用料が幾らになってくるかといったような部分もこれから具体的に検

討に入るという部分でございますし、建設費等々についてもどれぐらいといったような

ものは、その運営形態等も含めた中で検討をしていくということになってまいります。

いずれにしましても、このＰＦＩ事業では要はもう今人口減少の中にある中で、いかに

今後町が存続し続けるような財政運営をしていくのかといったような中で、効率的にＰ

ＦＩ事業を活用しようということが根底にございます。過疎債という部分についても、

これから事業計画をつくっていくことになりますけれども、やはり既存の計画というも

のとの整合も図らないといけないといったような部分も当然出てきますので、そのあた

りは少し慎重に判断をしていかなければならないのかなというふうには思うところでご

ざいます。

○議長（安部 重助君） 副町長。

○副町長（細岡 重義君） 細岡でございます。今回、ＰＦＩということで取り組んだと

いうのは財政の問題でございまして、町でお金を出していろいろな施設を建設するとい
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うことは大変今のところ財政的にも難しいという中でＰＦＩの事業を取り組んで、公共

的なものとまた収益的なもの、そういう施設を複合施設としてあわせて何とかならない

かということで今取り組んでおります。公共施設だけじゃなくて、収益を得る施設も一

緒に複合施設として建設をして、そして民間で運営と、またそれに基づいてやっていた

だきたいということで、今それを可能性として取り組んでおりますので、そのＰＦＩが

手を挙げるところがなかったというような場合につきましては、また今後その後の検討

ということにはなりますけども、とりあえず今は２８年度ということでは、ＰＦＩ事業

の可能性を探るということで行っているという状況でございます。

○議長（安部 重助君） 小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） ＰＦＩの活用で実際実施している先進地の自治体が県内

いうんか近くにあれば、そのようなところの状況はどうなのか。思ったより使用料が高

くついたとかいうふうなことない、それは自前で建てて運営するよりか満足ですよいう

ふうな状況なのか。その辺の調査の状況はいかがでしょうか。

○議長（安部 重助君） ひと・まち・みらい課長。答弁簡潔にお願いします。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

コンサル業者さんにも入っていただいておりますので各種調査をしておりますけれども、

実際のところ体育館だけを整備をしたとかというような部分は非常に少のうございます。

住宅とサービスつき高齢者住宅、そういったものをあわせたような部分の中では事例が

たくさんありますけれども、少ないといったような状況。

それから、可能性調査の中でスポーツを中心にやっておられる企業等にもヒアリング

をしておりますが、やはり人口規模といったようなところとその収益性、そういったと

ころでもう少し具体的なものができ上がった時点で検討を加えたいといったようなこと

で、現時点は調査となっておるところでございます。

○議長（安部 重助君） 小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） 時間が押してますので、次の３番の質問に移りたいと思

います。

３番に、銀の馬車道が国の日本遺産に指定されたら、町の観光資源としてどのように

生かされますか。例えば今現存している馬車道は、外部の人の見た目からはただの農道

でしかないとの評価を受けているようです。そこで、中村の観音橋から粟賀の馬橋まで、

景観形成保存地区に指定されている部分のアスファルト舗装の部分を６メーター幅でめ

くり上げ、砂利を敷きサイドに縁石を敷き詰めたマカダム式舗装風に復元し、馬車を走

らすのは無理でも人力車ぐらいを動かして明治時代をほうふつとさせる仕掛けづくりが

必要ではないか。御答弁をお願いします。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、小林議員の３番目の御質問にお答えさせていただき

ます。
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銀の馬車道は明治時代につくられた馬車専用道路で、日本初の高速産業道路と言われ

ています。現在２市３町、朝来市、神河町、市川町、福崎町そして姫路市と中播磨県民

センターが地域住民の皆様や関係団体と協力して銀の馬車道ネットワーク協議会を組織

し、沿線の豊かな自然や歴史文化を生かした地域の元気とにぎわいづくりを行う取り組

みを推進しています。長年の取り組みにより平成１９年度には近代化産業遺産になり、

平成２４年度には日本ユネスコ協会連盟のプロジェクト未来遺産に認定されました。そ

して一昨年から鉱石の道を生かした地域振興を推進する養父市とともに連携をしながら、

南北軸でつながる２つの道を観光コンセプトに国内最大規模の鉱山遺産群の魅力を国内

外へ戦略的に発信することで、交流人口のさらなる増加から移住定住につなげ経済循環

の促進を図るため、銀の馬車道、鉱石の道の日本遺産認定に向けて地域を挙げて積極的

に取り組んできたところであります。

先般２月２日、文化庁に対し申請を行いました。その申請書の中に、神河町では吉冨

に現存する馬車道、粟賀の宿場町、仙霊茶を製造販売したお茶問屋など、地域のシンボ

ル的な町家を写真とともに記載しております。また、神戸新聞社にも御協力いただき、

昨年９月から日本遺産認定に向けた連載記事を５０件以上掲載いただき、町内外に情報

発信し機運を盛り上げてまいりました。

住民の皆様も含めて、地域全体で日本遺産に向けた機運を盛り上げようと、２月５日

には朝来市生野町においてフォーラムを開催し、４００席の会場に入り切れないほどの

人、人、人が集まって、日本遺産登録に向け決起をしたところでございます。

神河町役場におきましても、２月２１日に区長様や議員各位にもお声がけをし開催を

しました職員研修において、講師から銀の馬車道の発掘調査を行い、マカダム式の築造

方法を確認した畑川原池の町道を指して、そのままでは単なる農道でしかないと表現さ

れたわけでございます。このことは貴重な歴史文化遺産をそのままにしておくのではな

くて、行政と町民の皆様、大学や専門家との連携を築き、南北軸を活用した関係市町・

団体との連携強化を図ることから、歴史文化と観光振興を結びつけるなどのまちづくり

の手法を検討する必要性について御教示いただいたものと理解しているわけであります。

さて、日本遺産に認定されたときに、観光資源としてどのように生かしていくかとい

うことであります。

神河町には数多くの観光資源があり、越知川名水街道エリア、銀の馬車道エリア、大

河内高原エリアの３つのエリアのそれぞれの特徴を生かした観光ＰＲを行っております

が、それらを結んで町にお越しいただいた皆様に銀の馬車道かいわいのみならず、町内

を周遊しゆっくりと楽しんでいただくとともに地域での消費を喚起し、経済の町内循環

につながるようにしたいと考えているわけであります。

具体的には、銀の馬車道交流館や粟賀の驛、地域のシンボル的な古民家等の活用など

現在地域にある物的財産を活用し、お土産物の販売や仙霊茶の提供などに加えボランテ

ィアガイドを初めとする地域の皆様にも御協力をいただきながら、おもてなしをしてま
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いります。また、銀の馬車道の物語を生かしながら、町並みを守っていくための修景事

業にも着手してまいります。

また、現在道の駅として登録申請を国土交通省に行っておりまして、こちらもまた４

月中には認定がされる見込みとなっています道の駅につきましては「銀の馬車道・神

河」と命名し、ことしの秋にオープン予定でございます。この道の駅には情報発信コー

ナーを設置することにいたしており、ここからも銀の馬車道等の情報発信を行ってまい

ります。また、１月にも開催しましたが、道の駅開設プレイベント等を行いながら、特

産品や農産物、農産加工品の販売等も実施し、観光客の受け入れ体制を整えてまいりま

す。

そして、もう一つ期待しておりますのがインバウンド効果でございます。明治９年、

フランス人技師らが西洋の最新技術を駆使して築いたこの銀の馬車道。その設計者レオ

ン・シスレーが日本からフランス本国に送ったノイバラの種子が受け継がれ、シスレー

のバラとしてフランス国内に広がったわけでございます。そのバラが改良され、東日本

大震災を機にフランスから日本に「ＫＩＺＵＮＡ絆」として里帰りを果たし、日仏の友

好のかけ橋になっていることからも、銀の馬車道が持っているロマンにもスポットを当

てた取り組みも重要と考えているところであります。

銀の馬車道が唯一現存する吉冨の畑川原池付近で昨年１１月に発掘調査を行い、マカ

ダム式構造の道を確認することができました。多くの皆様に観光資源としてもお見せし

たいところでありますが、この付近は実際地中にマカダム式構造が残っており、掘り返

すことはその大切な遺構を壊すことになることから、３月中に現地に説明看板を設置す

る予定としております。あわせて、発掘調査時に発見された断面を忠実に再現したレプ

リカを作成しておりますので、銀の馬車道交流館などに設置することを検討しておりま

す。

将来、県または国指定文化財になることがさらなる発展につながると考えておりまし

て、町内の馬車道跡の現存状況の確認や分布調査を行うほか、地域に残る古文書等の調

査も実施し地域の宝物の魅力をアップし、観光客の誘致を図ってまいります。

また、現在畑川原池周辺の道沿いにはイノシシ、鹿そのほか小動物の田畑への侵入を

防ぐトタン板が設置されておりますが、老朽化により美観を損ねている部分もございま

すので、今後地元集落とも協議し、改善策を検討したいと考えております。

次に、玉砂利を敷いたマカダム式風の舗装への復元についてでございますが、以前に

中播磨県民センターから杉区内の町道をマカダム風にする提案がございましたが、平方

メートル当たり単価が一般のアスファルト舗装と比べ非常に高く、断念した経過もござ

います。ちなみに、アスファルト舗装では平方メートル当たり約０００円、マカダム

式でいたしますと平米当たり２万０００円という単価となってまいります。御提案い

ただいています観音橋から馬橋までは約９００メートル程度ございますので、５メート

ル幅としても事業費が１億円を超える経費が必要となってまいります。観光面から考え
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ると、道路の美装舗装や電線の地中化は景観形成地区指定地でもあることから実施でき

ればとは思うわけですが、経費的な面に加え生活道路でもあることから、地域の皆様の

御意向も確認した上で総合的な判断をしたいと考えております。

最後に、馬車や人力車の活用で明治時代をほうふつさせる仕掛けづくりについての御

提言であります。

日本遺産に認定されたときに活用できる国の補助事業として、日本遺産魅力発信推進

事業がございます。その事業の一つとして、馬車を史実に基づいて復元をしイベント時

に走らせ、往時をしのぶ機会を観光客に提供する馬車復元事業が計画されていますので、

今後設置される銀の馬車道と鉱石の道日本遺産推進協議会、仮称でございますが、実施

に向けて検討してまいりたいと思います。

また、人力車につきましては、一昨年に長谷の古民家（谷間の家さんきら）に保管さ

れていました人力車を中村区、粟賀町区で組織されているかみかわ銀の馬車道まちづく

り協議会に寄贈していただきました。協議会で２年かけて修理、復元を行っていただき、

今月１８日に開催されますかみかわ銀の馬車道まつりにお披露目をしていただける予定

となっております。いずれも最初はイベントの際の活用となるかもしれませんが、歴史

文化と町並みにマッチし多くの皆様に喜んでいただけるものと思いますので、積極的な

活用を図ってまいります。

今後は昨年度策定しました神河町歴史文化基本構想と本年度末に策定する神河町歴史

文化保存活用計画に基づき、地域の皆様とともに地域の宝物である歴史文化遺産を生か

して、ふるさとへの誇りや愛着と国内外からの多くの来訪者へのおもてなしの心をさら

に醸成をし、銀の馬車道沿道の活性化に取り組んでまいります。

日本遺産登録の発表は４月２０日前後となるようでございます。日本遺産の登録に向

けてさらに機運を盛り上げるためにも、町民の皆様、また議員各位の御理解と御協力を

お願いを申し上げ、３番目の質問の回答とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） 町長の答弁が予想以上に長かったので、時間が大変押し

ております。

私は、とにかく観音橋から馬橋いうて長い距離言うてしもうたけど、実際生野町へ行

けば歴史景観地区は土舗装に見せた舗装があるんですね。福崎町はそういったところは

石畳を敷いてますね。我が町は歴史景観地区でも現在のアスファルトやから、たとえ少

しでも明治時代のそういった部分があればいいなと思ってしたんです。時間が押してま

すので、もう答弁はいいです。

次の４点目の質問に入ります。朝来市生野町で稼働しているバイオマス発電所を神河

町議会として見学しました。発電所は関西電力関係の子会社の運営で、所長は神河町の

人だったので、特にふだんは公開していないオペレーターのモニター室まで案内してい

ただきました。また、燃料供給を運営している木質バイオ施設は、兵庫県森林組合連合
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会（県森連）の方が運営しておられ、それぞれ神河町は地元として考え、親近感を持っ

て丁寧に説明してくださいました。特に県森連の方のお話では、県内の森は老木が多く

若い樹林が育っていないので、将来の木質資源の循環が心配であると。その要因として

は、道路網の不備による搬出・施業コストが高くつくのが上げられる。また、山の中腹

より高く急峻な地形のところは広葉樹林帯として野生動物のすみ分けをし、涵養水地帯

とし、緩やかな斜面に針葉樹林を植え、下刈りはしなくてもよい、木は育つ。無駄なコ

ストを削減すると言われた。

そこで、神河町議会に対しては、緑税の財源で林道網の整備が林業振興のかなめとな

るため、林道整備の要請を受けました。町長の所信表明では林道整備に触れられなかっ

たので、ここで林業振興のかなめと言われる林道整備を要望します。いかがでしょうか、

御答弁をお願いします。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、小林議員の４点目の御質問にお答えさせていただき

ます。

まず、林道網整備についてでございます。

小林議員御指摘の林道につきましては林業に供する道路と解釈をして、林道と作業道

とを合わせた林内路網についても御説明をさせていただきたいと思います。

神河町内における林内路網でございますが、県の管理林道については峰山線、雪彦峰

山線、そして千町・段ヶ峰、さらに千ケ峰・三国岳線の４路線、総延長で２万４４１

メートルございます。町の管理林道につきましては４６路線、総延長が６万２７１メ

ートル。作業道につきましては、地元集落管理、個人管理、森林総合研究所管理、森林

管理署管理などがございまして、総延長が１７万５５０メートルございます。

以上の林道、作業道及び林内公道延長を加算をしました林内路網密度は、ヘクタール

当たり２ ３メートルと県下第５位でございます。しかし、通常間伐などの施業を行う

上での必要な路網密度は、緩斜面の場合ヘクタール当たり１００メートルと言われてお

りまして、現時点での森林全体における路網不足は否めません。

次に、現在継続的に取り組んでおります施工中の路網整備についてでございますが、

まず県管理の林道千ケ峰・三国岳線でございます。起点が朝来市生野町の黒川、終点が

多可町加美区奥荒田、全長３ ８キロメートル、幅員５メートルの幹線林道であります。

神河町内については、新田から大畑までの全長１ ９キロメートルのうち １キロメー

トルが完成、進捗率は３ ３％であり、平成３４年度完成を目指して事業を推進してい

るところでございますが、国の予算も厳しいことからずれ込むことが想定されるところ

でございます。

次に、間伐等の造林事業の必要に応じて整備されていますのが作業道でございます。

平成２７年度、２８年度、町内民有林において造林事業、そしてＴＰＰ対策の間伐に伴

う作業道開設を実施しておりますのは、中はりま森林組合と大畑地内での山田林業、同
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じく大畑地内での知福木材の３事業体でございます。また、皆伐、再造林に伴う作業道

の開設は、新田地内で住友林業、作畑地内で株式会社西村の２事業体が実施しています。

平成２７年度の作業道開設実績は、間伐に係るものが８９８メートル、皆伐、いわゆ

る全て切るに係るものが７４０メートル……。

○議長（安部 重助君） 町長、申しわけございませんが、ここで小林議員の質問に対し

ての答弁を打ち切りたいと思います。よろしくお願いします。

○議員（10番 小林 和男君） どうもありがとうございました。

○議長（安部 重助君） 以上で小林和男議員の一般質問を終わります。

○議長（安部 重助君） 続きまして、９番、三谷克巳議員を指名いたします。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷でございます。それでは、通告書に従いまし

て質問させていただきたいと思います。

町の長期総合整備計画の６つのまちづくりの柱の一つであります地の利を生かした交

流を促進するまちづくりを町長は目指しておられます。２９年度の主要施策の取り組み

においても、観光交流人口１００万人達成に向け、全ての世代の方に楽しんでもらえる

観光地を目指して取り組むとされています。そのために観光施設に公衆無線ＬＡＮの設

置、観光ナビをリニューアルし、インターネット、ソーシャルネットワークシステムを

活用したＰＲに取り組んでいかれます。

私は、この観光交流人口１００万人施策において最終的に目指されているもの、すな

わち目的が何かをお尋ねをします。

そしてまた、その目的を達成するためにどのような事業、取り組みを考え、そしてそ

れをどう展開されているのかをお尋ねしたいと思います。２９年度の町政運営の基本方

針でも、峰山高原スキー場の成功による地域内での経済の拡大とも述べられていますが、

私自身、観光交流人口１００万人施策の目的は地域経済の活性化、つまりお金の循環と

いうんですかね、町内での消費拡大だと思っていますので、その視点から質問いたして

おりますのでよろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、三谷議員の御質問にお答えします。

このたびは、非常に時宜を得た大切な御質問ありがとうございます。

まず、基本的な考え方を申しますと、なぜ今観光が必要とされているのかということ

をきちっと捉えておかなければいけないと思います。現在、長期の景気低迷や人口減少、

少子高齢化問題等により地域経済は大きな構造変化の局面を迎えています。そのような

状況下、既に国におきましては平成１５年、２００３年に観光立国宣言を行い、観光を

国においての成長戦略の重要な柱として、その具体策として平成２２年、２０１０年６

月に国の成長戦略の一つとして観光立国・地域活性化戦略が掲げられたわけでございま
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す。これは観光の地域に対する経済波及効果、雇用創出効果が期待されたからにほかな

りません。

定住人口の減少に伴って、今後特に地方においては人口減少が急激に進行することが

十分予想されます。このことによる地域内消費は減少し、さらなる地域間格差の拡大も

懸念されます。さらに少子高齢化も進行し、２０２５年には総人口の３ ５％、約６

３５万人と３人に１人が６５歳以上になると見込まれています。

神河町においては、このような状況が２０２０年に到来するというふうに言われてい

るわけでございます。このような状況下において、国が経済波及効果、雇用創出効果の

高いツーリズムに寄せる期待はさらに高まっているのが現在の日本の状況でございます。

まさにイコール現在の神河町であります。

図らずも、私が町長に就任した平成２１年に観光元年を合い言葉として、この年から

各種観光事業に積極的に取り組んでまいりました。また、この年はＪＲ播但線、寺前駅

前に観光交流センターが完成し、商工会の中にあった観光協会から独立をし、観光事業

の拠点基地ができ上がったわけであります。あわせて、この年には世界的著名で常にノ

ーベル文学賞の候補として挙げられる村上春樹氏の代表作「ノルウェイの森」の映画化

のメーンロケ地になったことで、各種観光事業の展開を図る上で大きな起爆剤となりま

した。結果として、神河町への観光入り込み者数は５０万台から６０万人、そして７０

万人までふえてまいりました。この入り込み者が町内での経済的消費に大きな要素とな

っている事実がここにございます。

三谷議員の御指摘のとおり、観光交流人口１００万人施策の目的は地域経済の活性化、

つまりお金の循環、そしてそこに交流から定住という極めて大切な要素も含まれている

わけでございます。そして、それらの目的を達成するためにどのような事業、取り組み

をどう展開していくのかということになるわけであります。

現在の観光入り込み者数が７０万人に至るまでには、さまざまな事業を兵庫県、町、

観光協会、商工会、各地域の皆さん、民間企業の協力を得て展開してまいりました。大

都市観光キャンペーン、多くのイベント、映画・ドラマの撮影誘致、観光施設の維持修

繕、銀の馬車道や福本遺跡等の文化的歴史遺産の活用、マラソン大会などのスポーツ事

業などに加えて、平成２７年から２８年度に観光施設保全活用整備計画も整備したとこ

ろであります。その中では、各施設にカーミン戦略と絡ませてその役割と今後の展開を

詳細に設定してあります。

しかしながら、町内の観光施設はその年の天候やカレンダーに影響されやすく、また

多くのイベント、行事に同じ関係者の出役があり厳しさも増しており、７０万人のキー

プは非常に難しいことも客観的事実であります。

そこで、新たな事業として取り組んでいますのが、ことし１２月１６日オープンを目

指す峰山高原スキー場、その名も峰山高原リゾート、冬は峰山高原ホワイトピークであ

ります。始まりは峰山高原ホテルリラクシアの冬場対策として指定管理者の株式会社マ
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ックアースから提案されたものですが、それが現在多くの議論、検討を経て実現しよう

としています。お荷物であった冬場の雪を利用して、峰山高原ホテルとスキー場をセッ

ト管理することによるホテルの安定的経営、そして３万０００から５万人を想定した

入り込み者数、売り上げ予測が２億０００万円、新規雇用４０名が見込まれています。

施設整備に関するハード建設による町内業者への波及効果にあわせて、スキー場利用の

お客様が町内のほかの観光施設利用への波及効果が期待されます。これらを見越した民

間企業の新規投資の動きも見られます。

しかし、これだけでは十分とは言えませんし、目標の１００万人にはまだまだ足りま

せん。次の展開や戦略的取り組みも必要であると考えております。

まずは公募により新たな指定管理者となった企業の新たな取り組みに対する期待がご

ざいます。次に、銀の馬車道の日本遺産登録による付加価値の増大と、それに関連して

大黒茶屋の道の駅化があります。

ソフト的な取り組みについては、ことしはスキー場オープンを前提として指定管理者

や関係企業とのタイアップで二大都市部を中心とした一大観光キャンペーンを行います。

加えて、姫路市や朝来市等との広域連携も進めてまいりますし、両市の神河町への期待

の大きさも私自身肌で感じております。映画・ドラマ誘致についても、砥峰高原での映

画撮影オファーの事前協議を進めています。また、ことしで３年目を迎えるリーディン

グプロジェクトでは、スキー場関係看板の整備とあわせて地元出身の女優のんさん、本

名能年玲奈さんの協力を得た町ＰＲ動画の作成を計画しております。くしくもあす１６

日にはのんさんが著者である「創作あーちすとＮＯＮ」が発売開始となりますが、その

中で数ページにわたり故郷の思い出として神河町について触れられていますので、ファ

ンの聖地としての位置づけがなされることであると確信をいたします。このように、神

河町観光面のソフト面、ハード面において確かな追い風となっており、７５万から８０

万人を見据えております。

ただ、日本人の観光はまだまだ土日や祝日等が中心であり、ウイークデーの集客の取

り組みが必要で、その部分をインバウンド事業で取り組んでまいります。施設看板、観

光パンフ、観光ＰＲ動画、観光ナビ等の多言語化を図り、外国エージェントへの働きか

けも強化してまいります。

また、現在の観光動向については、中国爆買いから質的な満足へ、団体から個人へ、

大阪、京都、東京の大都市から地方へ、見学から体験型へと多様化が見受けられます。

このような動きに合わせるためには、信州の南信州観光公社の成功例に見られる着地型

観光の農村民泊のような神河町の自然を生かした取り組みも必要となってくると考えて

おります。これらが動き出したときには、１００万人構想は実現すると確信しておりま

す。

しかしながら、これまで述べてきました事業展開については、これまで以上に人材が

必要となってまいります。当面はスキー場オープンに向けた受け入れ体制整備が必要で
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ありますので、それに向けた職員体制、加えて観光協会の組織補強も必要なことから現

在地域おこし協力隊員の募集も行っており、新しいスタッフで新たな出発に期待したい

と思っております。

その駅前に３月４日、寺前駅前銀座商店会がコミュニティカフェ＆アンテナショップ

ＣａｆｅＨａｋｕ＆Ｓｈｏｐをオープンされ、新たなにぎわいづくりを出そうとしてい

るところでございます。あわせて、このたび寺前駅前銀座商店会が一般社団法人という

ことで法人化もして、これからのにぎわいをさらに高めようとされているわけでござい

ます。観光協会や商工会も神河弁当や銀の馬車道弁当、カーミン弁当に続く新しい商品

開発にも取り組まれています。

このように各種観光事業の展開を行って交流人口をふやし、そこに観光協会、商工会、

民間企業、町民のオール神河で、また国道３１２号線と播但線沿線市町との連携を図り

ながら事業を進めて地域経済の活性化、つまりお金の循環の大きなうねりを実現するよ

う取り組んでまいりたいと考えております。

そしてこの大きなうねりをつくり出す仕組みづくりと同時に、情報発信が重要と考え

ております。町としましても、この３月からフェイスブック、ツイッター、インスタグ

ラムで神河町公式アカウントを作成をし、ＳＮＳの活用をスタートしたところでござい

ます。３月１３日現在のフォロワー数は、フェイスブックで３０人、ツイッターで２１

５人、インスタグラム４８人となっております。登録人数で重複はあると思いますが、

つながることで情報というものは拡散していると考えておりますし、神河町内での出来

事をタイムラグが余りない中で情報発信ができることを考えますと、これまで以上の情

報発信力が期待できます。そしていろんな情報発信ツールを備えることによって、神河

町の魅力をいろんな世代に発信ができると考えております。

また、これらのサイトには写真が投稿でき、全世界に発信することができます。その

際、よりよい写真を投稿したいと考えたときには、以前に増してその素材に磨きをかけ

魅力を加える必要があることから、相乗効果として地域の魅力がさらに向上するものと

期待しているところでございます。この魅力発信は町が実施することも大事ですが、町

民みずからが積極的に発信していただくことで町民の皆様が地域の魅力を再発見し、誇

りが持てるようになる。このことが地域社会の活性化につながると考えておりますので、

引き続き情報が持つ価値を最大限活用していきたいと考えております。

以上述べさせていただき、質問の回答とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） 三谷でございます。今回このような質問をするに至った

動機なんですが、２９年度の予算を見ますと商工費の中での観光振興施設整備費なり、

それから観光振興費、それから大河内高原整備費のこれ一般財源を見ますと、人件費も

含んでおるんですが約２億円あるわけなんですね。ということは、この観光施設いうの

はどちらかといいますと町民よりも町外の方が利用される率が多いので、町民サイドに
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立てばその観光施設よりも自分らの生活基盤いうんかね、インフラ整備のほうを優先し

てもらいたいという考え方が出てくるのもこれは当たり前だと思うんですね。そういう

中で、やはりこの観光交流人口１００万人施策が最終的に目指しているものが何なのか

ということをやっぱり明確にしておく必要があったから質問したわけなんです。

その中で、先ほど町長の答弁ですと経済効果なり消費拡大という部分で、この考え方

としましては私と全く一致をしているんですが、そういう中で一昨年に行いましたリー

ディングプロジェクト、あれのたしか経済効果は２億０００万という話がありました

が、これ一つのルール計算の中で２億０００万という数字が出てくるんですが、じゃ

ああの時期に住民はその２億０００万の経済効果があったかなということが実感でき

てないという部分があるんですね。そういう中で、やはりこれが明らかにこの観光施策

が住民の中で必ず経済効果が出てますよ、消費拡大につながってますよいうことを明ら

かにする必要性があるとは思います。

そういう中で、例えば今人口１００万人という部分を目指しておられますので、例え

ばこの１００万人の人が０００円ずつ使えば１０億円なんですね。１０億円の売り上

げがあればそのうち多分４億円ぐらいは人件費に回せますので、一人年収５００万円の

従業員としますと８０人の雇用ができるということで、ところが一方、この１０億円と

いう消費をもたらそうと思うたら５０万人の人に０００円ずつ使ってもらっても同じ

１０億円なんですね。こういう考え方をする中で、町はこの経済効果というんですか、

消費拡大をするためにどのような仕組みづくりといいますか、どのようなことを考えて

おられるかなという、その点をお尋ねしたいと思います。

基本的には町のほうがハードなりそういう人を集めるためのソフト部分が中心で、あ

とは町内の企業さんとか住民さんの方にお任せするんですよという考え方もあろうかと

思うんですが、こういう最終的な経済効果なり消費拡大を目指すために町はどこまでど

のようなことにかかわって、そのためにどのような仕組みとかをされているか。その点

をお尋ねしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） もう三谷議員おっしゃるとおりでございます。要するに見える

化をいかにしていくかということと、具体的なこれからの戦略ということになってくる

わけでございます。

まず、神河町の１００万人を目指していく。ここにはやはりもう三谷議員言われると

おりの思いを、全く同じでございます。この交流から定住につながるような経済波及効

果を、この観光戦略を入り口として図っていこうというものでございます。

そして、１００万人が来られる。一人０００円を使っていただく。１０億円の効果

だということでありますが、私といたしましては１人来ていただきますと１人当たり

０００円は使っていただきたい。そういうふうな神河町にしていかなければいけないと

いうふうに考えております。なぜかといいますと、一般的にそれぞれの観光施設、最低
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のこの消費価格といいますか、それがやはり１人当たりの客単価が０００円というふ

うに言われています。そう考えますと、１００万人来ていただいたときに、そうなれば

３０億ということになってくるわけでございます。その３０億を最低ラインとしていき

ながらさらに上を目指していくことで、神河町がもっともっと元気な町になっていくと

いうことだと思います。これを行政としていかに企画力を強化しながら町民に向けて発

信をしていくかということだと思いますし、外に向けていかに発信するかということも

極めて重要になってこようかと思います。

その中で、やはり神河町で事業を展開していただいています観光協会の会員のほかに

商工会の会員の皆様には、当然もっと貪欲にいろんな企画を練っていただきたいなとい

うふうに思っております。さらに外に向かっての情報発信をしていきながら、１００万

人が訪れる神河町に新たな資本投資をしようという、そういった企業も自然と発生する

ような仕組みをつくらなければいけない。そのためには、まずは１００万人を目指すこ

とが重要だろうというふうに思っているところでございます。

この神河町の地域創生の大きな目玉としては、答弁でも申し上げました峰山高原にお

けるスキー場というのは非常に大きなものがございます。冬場の落ち込んだ入り込み客

をいかに確保するかということなんでございますけれども、現在オープンに向けて関係

者との調整をしているところでございます。まずは受け入れ体制でミスは許されないと

いうふうに思うわけでございます。それはライフラインであったり、来ていただいた方

が記念としてお土産物を買うためにお土産物がしっかりと確保できるかという、そうい

うところも本当にもっともっとお互いが汗をかいて、具体化を進めていかなければいけ

ないというふうに思っております。そういう意味では、少し取り組みがおくれているだ

ろうというふうには思っております。

そこで、やはりこの大河内高原エリアがスキー場ということになりますが、来られた

方々をいかに銀の馬車道、そして越知川名水エリアに移動していただくかという仕組み

も大事になってきます。オール神河でそれぞれのエリアで遊んでいただくような仕掛け

をもっともっとつくる。そのためには、一つことし秋にオープン予定しております国道

３１２号線、道の駅・神河もそういった消費拡大の拠点になってこようかというふうに

考えておりますし、そのほか独自の取り組みをもっともっと展開をしてほしい。いろん

な提案を町にいただきたい。その中で、町行政として何がお手伝いできるのかというと

ころを本当に真剣に取り組んでいきたいというふうに考えております。具体化は正直な

ところこれからだというところでございます。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷でございます。確かに町長最初で時宜を得た

質問ですいう話をされましたが、私自身質問する時期が非常に遅かったというんですか、

取り組み自身が非常におくれているなという思いでおります。

そんな中、町長は先ほど１人当たり０００円という話をされましたが、これもやっ
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ぱり非常に大事なところで、例えば神河町に滞在していく時間でやっぱり消費の額が変

わってくると思うんです。例えば神崎南のランプをおりて、そのまま大黒茶屋を通って

ヨーデルへ寄って生野へ抜けますとこれは多分半日で済むんですね。この場合の１人当

たりの消費する金額。それからもう一つは、同じく南でおりてピノキオ館とかグリーン

エコー、それから川の駅、それからふるさと村ですか、ほんでヨーデルなり大黒茶屋へ

回って帰ればこれ１日コースになるんですね。これだと多分半日よか消費量がふえると

思うんです、消費金額ね。さらに、先ほどのコースから今度は夕方、砥峰へ回って峰山

で泊まりますと１泊のコースになりますね。こういう分の中で、同じ観光地交流人口を

ふやす中でもこういう施策によって、やはり町内で消費される額が変わってきますので、

やっぱりその辺の分のルート化というんですか、同じ情報を載せるとしてもルート化と

かその辺の分、特色あるルート化、その辺については当然載せていくべきだと思うんで

すが、この辺の考え方についてはどのように思われるかお尋ねをしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 三谷議員言われるように、滞在時間を長くすることが消費の拡

大につながるということはもう言うまでもございません。神河町は３つのエリアがあり

ますけども、さらにこの大河内エリアで言えば長谷方面の谷もあるわけでございます。

そういうふうに考えますと、それぞれの谷、エリアに本当に入っていただくような仕組

みをつくらなければいけないというふうに思っておりますし、もう一つはこのライフラ

インといいますか、公共交通についての仕掛けをやらなければいけないというふうに思

っております。高齢化がどんどん進んでいくということでございます。しかしながら、

高齢者の方々がもっと神河町に来やすい環境というものは必要になってこようかと思い

ます。

そう考えますと、ＪＲ播但線、現在は姫路から寺前駅までが電化が進んで、そしてま

た昨年４月からはＩＣＯＣＡカードも使えるようになったということでございます。こ

のＩＣＯＣＡカード、高齢者の方もっともっと使っていただくようなこともしていただ

かなければいけませんが、さらに寺前駅から和田山に向けての電化ができていない。さ

らにダイヤ改正で駅通過されてしまっているいうこの悪環境、これをどう改善をするか

というところも重要になろうかと思います。

そう考えますと、我々はどうしてももっと乗ろう乗ろうという視点、これはもう当然

なんですが、そこに行政として姫新線で見られるような具体的な支援をやはりしなけれ

ばいけないだろうというふうに考えますし、逆にいかに寺前駅、新野駅、長谷駅に多く

の方におりていただくかという、そういうふうな仕掛けをつくっていかなければいけな

いというふうに思っております。駅におりて、そこからもさらに仕掛けをしなければい

けません。長谷駅へおりて、そこからどうしたらいいんだということになりますので、

そこからのアクセス、公共交通、そういう部分も考えていきながら、この長時間滞在で

きるような環境をつくっていかなければいけないだろうというふうに考えているところ
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でございます。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） 私が特に今回言いたいのは、消費を拡大するために具体

的にどういうことをしていかなあかんという分での考え方をお聞かせ願いたいんですね。

先ほど町長のほうから播但線の電化の話が出ましたんで、例えば神河町はいろんな水

車で話をしています。水車も３種類あるわけですね、神河町の中には。例えば新野にあ

る水車はかんがい用ということで、水をくみ上げるための水車です。機能が違うわけで

すね。あと実際に今動いてないですけど、こっとん亭にある水車は動力です、米をつく

ための動力の水車なんです。ほんで大河内発電所にある水車は発電するための水車なん

ですね。同じ水車でもやっぱり３つありますんで、そういう情報、そういう部分を生か

す中でどうそれを観光に結びつけていくか。そして町外に発信していくかによって、新

野駅でおりる人があれば長谷の発電所まで見に行くという、やっぱりそういう部分の工

夫をどんどんやっていかな、ただ単に一過性のイベントやって人を呼びましたよ。そし

たら絶対消費が継続しないわけなんですよ。

そういうふうな中で、一つはどっかでありましたね、今インターネット等を使うて神

河町の魅力をいろんな人に発信できるという部分ですね、この部分の中でも特にそうい

う部分の中で今本当の神河町の魅力がどうですよ。案外町内に住んでる人にしてみたら

魅力がわからないんですが、町外から見たサイドでやっぱり神河町の魅力を情報発信し

ていくというふうな中での情報の整備というんですか、これが大事になってくるだろう

と思うんですが、この辺の考え方についてまたお尋ねをしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 三谷議員の発言もいただいたところでございます。水車も３種

類あると言われたら、もうそのとおりやと思います。そういった地域の資源をいかに活

用していくかということは、地域創生の重要な要素になっているところでございます。

さらに、言われておりましたこの神河町で住んでいると当たり前のことが、ところが

神河町以外から来られた観光客にすれば本当に宝物がいっぱいあるというふうな見方が

ございます。そういった方々の目線を大切にしていきながら、それはこの観光資源とし

て、交流資源として大きな要素として活用しなければいけないというふうに考えており

ます。

そういう意味におきましては、産学連携というか産官学の連携の中で特に大学との連

携という中においては、商工会においても兵庫県立大学との連携もございますし、行政

でいえば一昨年より神戸学院大学の学生との交流もしていきながら、神河町合併、誕生

１０周年記念事業でも御披露させていただきました「たからもの」というＤＶＤも制作

していただいております。我々が見ても、はっとするような内容になっております。そ

ういった物の見方というのを大事にしていきながら、これからのこの地域消費拡大につ

なげていければというふうに考えるわけであります。
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イベントを打ってどうなんだということでございます。イベントが私は全てじゃない

と本当に思っております。何のためにイベントを打つのかということであります。それ

は一つ、神河町の知名度を上げるため、神河町ってどんなとこなんだと。行ってみると

そこには特産品がいっぱい紹介されておりまして、おいしかった、いや、楽しかった、

そういうことを多くの人に知っていただいて、そしてもう一度行ってみたいなと。この

前は団体でたまたま行ったときにイベントをしていて参加したんだと。ところが、楽し

かったから今度はプライベートで行こうと。プライベートで行って、今度は友達も誘っ

て行ってみようという、そういったリピーターをふやしていく。そういうための目的と

して、私はイベントがあるというふうに位置づけております。

そしてもう一つは、神河町で長時間滞在していただくためにも、神河町だけではない

広域的な連携というものが非常に重要になってこようかと思っております。神河町に遊

びに来られる方は、神河町だけを見に来られる方ばかりではございません。神河町の周

辺のエリアもひっくるめて、きょうは一日この姫路から但馬に向けて楽しみたい。そこ

には神河町に何時間いていただくかというのもありますが、そういった視点で遊びに来

られる方は来られておりますので、広域連携という部分は必要。そういうふうに考えた

ときに、銀の馬車道、鉱石の道というこの連携協議会というものは極めて重要でござい

ますし、またそれとは別に播磨圏域の広域的な連携事業ももっと非常に重要になってこ

ようかというふうに思っております。

この宝物の再発見、そしてイベントの開催から神河町をもっともっと知っていただく

情報発信、そして広域連携、こういったいろんな要素を組み合わせていきながら、これ

からの神河町の経済の循環、拡大につなげていきたいというふうに思っております。観

光協会も地域おこし協力隊を募集していきながら、この運営補強も図っていきたい。そ

して、運営強化もしっかりとやっていきたいというふうに考えているところでございま

す。

○議長（安部 重助君） 地域振興課特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 三谷さんの御質問でございます

地域経済の循環、具体的な取り組みというお話がございましたので、町長の答弁に補強

したいというふうに思います。

例えば、昨年度から実施いたしております高原バスにつきましては神河弁当とセット

で例えば応募をかけるとか、それからさくらまつりのときには多くの方に出店していた

だいて、そこで銀の馬車道弁当とかそういうものをやる。それから、この前カフェオー

プンしましたところにつきましてはカーミン焼きを販売するとか、常に何かとセッティ

ングしながらやるということが大切かなというふうに思っています。

それから、やはり今後観光協会等の組織が非常に重要になってこようかと思います。

例えばどういうふうなかかわりを持つのか。例えばパッケージングですよね。今言われ

たように町内でいかに長く過ごしていただくかというときは、例えば体験型のプログラ
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ムと宿泊施設をパッケージングして商品化するというふうな取り組みが必要になってこ

ようかなというふうに思います。そういうふうにして、今回のスキー場にあわせて例え

ば水車公園のこっとん亭の一部をミニコンビニ化しようという案もありますし、そうい

うふうにそのハード施設を整備するものにあわせてソフト事業を充実させていって、さ

まざまな地域内消費を喚起する。そういうふうな取り組みに持っていきたいというふう

に思います。

また、町はその観光キャンペーンとかではまず大都市部についてはその情報発信、そ

れから近畿圏につきましてはその販路拡大ということを目的にいたしておりまして、そ

こにできるだけ町内産の商品を展示、販売するというふうな、そういう戦略のもとに現

在取り組んでおりますので、今後も町が支援する部分については、多くの町内商工業者

が持っている素材をＰＲしていく。それから情報発信していって、町内に人を呼び込む。

それから、先ほど町長が言いましたように姫路市と朝来市との連携ですね、その部分

につきましても大体今は観光ルートとしては姫路城、それから砥峰高原、それから竹田

城と、そういうふうなコースももう民間ではパッケージングがなされています。そうい

う中に、できるだけ神河町も食い込んでいく。そういう具体的な取り組みが必要である

というふうに思っていますので、三谷議員さんの御指摘については今後十分に戦略を練

って、経済循環に貢献したいというふうに考えております。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） 三谷でございます。まず、周辺の市町との連携というん

ですか、団体も含めてですが、連携という部分の中で既に兵庫県のほうでは神戸市の食

でしたか、ほんで姫路城を回って城崎で泊という、既にこういうルート化がされていま

すんで、この中でいえばこの３つのとこがそれぞれ非常に魅力のある観光資源がある中

で、神河町の先ほど山下参事が答えられていたような分の中でじゃこれだけの魅力とい

う分に太刀打ちできるような話になるかという、その辺の部分がありますので、ある中

で以前、姫路市の姫路城に来る方が姫路市周辺には宿泊施設がないのでリラクシアとい

うような話もあったんですが、その辺の話がどうなっているかなという部分と、やっぱ

りその辺のこの姫路市が中心になろうかと思うんですけど、やっぱり周辺の市町との取

り組みというんか連携というんか、これは特に強化をしてもらわなあかんなという思い

がありますので、その姫路市との話はどうなったか。その点だけお答え願いたいと思い

ます。

○議長（安部 重助君） 地域振興課観光振興特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 姫路市とは、観光それから企画

部等と非常にいろんな取り組みをしています。例えば自転車のツーリズム関係、３１２

号線沿いもしくはこの県道の部分を下るというふうな格好のお話もしていますし、それ

からキャンペーンも一緒にやっております。それから例えばお酒のイベント等も一緒に

参加するとか、常に連携しながらやっています。
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それから食の祭典、よくお城の大手前公園ですかね、あそこでいろんな食の祭典をす

るんですけども、常に一緒に行事を行っています。そのようなことで、さっき三谷議員

さんが言われたように非常に連携があります。

それと、現在モンテ・ローザとか峰山高原ホテルのほうでのお客さんの中には、竹田

城に行かれるお客さんが非常に多く泊まられています。なので、市川それから福崎には

宿泊施設がない。それから生野にもないということで、その点ちょっと神河町にとって

は有利な点もございますので、宿泊の部門については結構今のところ連携をさせていた

だいていますし、その詳細な情報交換につきましても姫路市を中心として周辺都市との

プロジェクトチームもできております。そういう中で、常に情報交換とそれから一緒に

イベントをやる。今回は神河町を優先でやりますが、今回はたつの市を中心にやる。そ

ういうふうなプログラムでもって、さまざまな事業に取り組んでおります。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） 三谷でございます。それぞれこの観光交流人口を活用し

ての経済効果という部分の中で、今まで話ししている分はどっちかといいますと３次産

業におけるところの経済効果の話が多かったと思うんです。これは町内の１次、２次に

関しても、観光交流人口によるところの波及効果というもんはやっぱりふやしていかな

あかんと思うんですね。

そういう中で、先ほど山下参事のほうから弁当という話が出てきましたので、その食

という部分でもこれ非常に大事やと思うんです。その食を町内で提供する食材ですね、

これを町内で生産しますよという形になれば、その結果としては１次産業に波及してく

るかなということを思うんですが、そのような分の中でたしかあれ給食センターでした

か、ことし何か町内で日本晴か何かだと思うんですが、そのような取り組みもされてお

るんですが、町内で特に思いつくのが消費量も多い米だと思うんですが、この米、特に

コシヒカリ等が主になっていると思うんですが、それぞれ生産量も十分確保できると思

うんですが、じゃこの米を町内の飲食店等で提供できるようなシステムというのを、仕

組みというんですか、考えていく必要があるんじゃないかとは思います。たしか飲食店

の購入される米の価格とそれから実際単価的に合わない部分があるんですが、やはり一

つのＰＲとか、それから神河町の魅力度を出すという意味から、やっぱり町内のコシヒ

カリを町内の飲食店で使うというような方法も一つの考え方じゃないかとは思うんです

が、その辺の考え方について何かあったらお願いしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 地域振興課観光振興特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 大変大切なことだというふうに

思っています。例えば高原ホテルのほうでは地産地消といいまして地元産の食材を非常

に多く多用しておりまして、それから食材、例えばメニューをお出しする、商品をお出

しするときにこれは神河産の例えば赤田の米を使っておりますとか、そういうふうなこ

とをきちっと説明するようにしております。
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それから、神河弁当の場合はほかの弁当よりも若干、例えば０００円、お茶つきで

１００円なんですけども、あの部分についてのおにぎりの部分は地元産コシヒカリを

使う。ただし、その部分に社長にお伺いするとやっぱし納入価格が高いので、これは特

別に難しいんですというお話をされていました。

今後はいかに町内の例えばお米の部分、この部分についてはふるさと納税でも非常に

評判がいいというふうに聞いております。そこら辺を業者さんといかに納入価格で調整

できるかなと。町としては、できるだけ使ってあげてくださいというふうなその要請は

いたします。その中で、あとはもう業者間の努力、調整でお願いしていっていただきた

いなというふうには考えております。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） 三谷でございます。少しその分で、米の分でお尋ねして

いきたい。たしかことしふるさと納税の部分がかなり多くて、米を急遽１００キロほど

追加でお願いされたと思うんですが、例えばこれがあと来年度ふるさと納税の目標を達

することによって、町内全体での米がなくなるというような部分が出てこないかなと思

うんですね。そういう部分の中で、それから同じくそれぞれ今言いましたように町内の

飲食店で食材を使ってもらいましょうという話があったとしても、やはり供給がなけれ

ば提供できないわけなんです。ところが、つくる側にしてみたらどれだけ需要があるか

わからないのにつくることができないという部分がありますので、やっぱりその辺の部

分での町内で生産したものが町内で消費できるという分なんかについては供給と需要の

部分のどっかで調整役というんですか、その辺が必要になっていくんじゃないかと思う

んですが、そういう部分については町がその辺までかかわっていくというような考え方

があるかないか、その辺をお願いしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 地域振興課観光振興特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 山下でございます。そこが非常

に大切な部分であり、一番難しい部分かなと。例えば先ほど言いましたように、観光の

商品パッケージ、それから体験等につきましてはどうしてもコーディネーターが必要で

ございます。専門的な知識が要ります。そして町内を見ますと、自分の食べる分の野菜

等はつくるけれども出すまではというとこら辺、それから出したいけれどもどうやって

出したらいいかなという部分がわからないというふうなことがございます。例えば施設

によっては、その施設の方が直接農家さん等とお話をされる場合もございます。

だから今後、本当にそういうコーディネーターをしていただける方が、例えば農協さ

んとかそういう営農組合等にしていただけたらなというふうな思いもありますので、機

会を通してそういうふうなことを情報発信なり働きかけをしていきたいなというふうに

思います。

○議長（安部 重助君） 町長。

○町長（山名 宗悟君） 少し補足でございます。観光と観光戦略の中に農業、１次産業
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との連携はどうなのか。もうまさしくそこを抜きに神河町の交流人口から定住に向けて

の政策というものはあり得ないというふうに、私も思っているところでございます。答

弁の中で農業に特に触れはしておりませんが、一つは大黒茶屋、あのエリアを道の駅に

すること。そしてそこで特産品も販売していくということですし、当然そこに農業とい

うものは入ってきます。

神河町でないものを提供していく。神河町でしかないものを知っていただくというこ

とが重要だと。野菜はどこに行ってもあるということかもしれませんが、神河町でしか

食べれない野菜、お米というものをいかに付加価値を高めていくかというのが行政とし

ての役割かなとも思っているところでございます。いわゆる情報発信、キャッチコピー

であったりとか、そういうことかなというふうに考えるわけであります。

そして心配なのが、需要と供給という部分どうするんだというところでございます。

当然役場が入って、行政が入って調整をできるのであれば、一緒になって取り組めばい

いのだと私は基本的に考えるところがありますが、それぞれの施設において年間の消費

量というものは一定把握されているわけでございまして、ところがこのたびのスキー場

という部分についてどれだけ増加するかという、ここは想定しております最低３万０

００から通常５万人というところを一応想定した中で考えるべきではないかなというふ

うに思っているところでございます。

もう一つ、参考になればと私も思っているんですが、実は昨年１０月でしたか、神河

町区長会の視察研修ということで徳島県神山町の視察に行ってまいりました。神山町は、

徳島県が県全域に光ケーブルをはわせた。インターネット高速環境を整備をして、東京

からクリエーターたちがそこに集まってくる。空き家を活用して、移住定住が物すごく

進んでいる町ということでございます。そちらのほうを訪問したときに、その空き家を

改造して本当に多くの若者がそこで仕事をしているわけでございます。これまでになか

った神山町。当然、仕事で多くの若者が入ってくれば食べ物に困るわけでございます。

食事をしようとしてもなかなかお店がない。そういったところに自然とじゃお店をつく

ろうじゃないかということで、これもまたＩターン、Ｕターンというふうな中でレスト

ランなりそういったお店が誕生するわけでございます。

そういった起業したレストランの店主たちはどう考えるかというと、せっかくこうい

った田舎に来るので地域の食材を活用しない手はないということでございます。そこで

当然考えるのが、地域の農家の皆さんに契約栽培をしながら食の確保に努めているとい

うふうなまちづくりが展開されているわけでございます。これは神河町としても大いに

見習っていきながら、これからのまちづくりにつなげていきたいというふうに考えてい

るところでございます。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） 三谷でございます。町長のほうから１次産業、これ２次

産業も含めてですけど、そのやっぱり連携というんですか波及効果の大切さという分で
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御答弁いただいたわけなんですが、やはり３次産業という部分は人が多く来れば何とか

なるという部分があるんですが、やっぱり１次、２次はそれだけの仕掛けというんです

か、仕組みづくりでもしていかなければなりませんので、その中で地元の野菜、農産物

の販売と、あともう一つは何か体験型の分も考えているというような話が出ましたんで

すが、これも一つのどっかであったように観光よりも体験という部分が非常に重視され

てきてる部分がありますので、じゃこの体験ということになればどうしてもやっぱり１

次なり２次の分野になってこようかと思いますので、やっぱりこの辺の体験に対しても

それぞれの観光施設なりそれから現在おられる事業者さん以外の分で、やはり農業部分

とか林業部分での話が出てくると思うんですが、この辺の仕組みづくりというんですか

働きかけですね、どのように考えておられるかないうことを１点お尋ねしたいと思いま

す。

○議長（安部 重助君） 地域振興課観光振興特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 山下でございます。まだその部

分については手探りの状況です。例えば南信州観光公社の部分では、本当に４０から５

０のメニューがございます。それについては、例えば民泊の部分については簡易宿泊所

の免許を町が取得の部分に係る経費を負担するとか、それから主に学生さんを受け入れ

ているというところが大部分です。そこの観光公社については、その手数料だけで賄え

るようなシステムづくりをされていました。なので、本当いえばそういうとこら辺かな

と思います。例えばイチゴ狩りとか、それからあとお芋掘りとか、それから稲刈りとか

いろんなことが考えられるんですけども、そういうとこら辺を研究して、まずできる部

分からをやっていきたいなと。一挙にというのはなかなか難しいです。それと、農家の

協力がないと本当に難しいので、そこら辺についてはまだまだ初期段階ということです

が、この部分についてはやはり今非常にその部分が全国で見直されていますので、研究

し取り組んでいきたいというふうに思っています。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。三谷議員もかかわられていた

部分ですけれども、実は南小田の営農組合があります。これは企業努力というところの

紹介ではありますけれども、ホテルリラクシアのほうが田植え体験であったり、また黒

豆収穫体験であったりとか、そういったものを体験ツアーとして企画をされております。

その企画に当たっては地元の営農組合のほうに協力要請がありまして、その中で地元の

組合としても協力をしていこうということで取り組んで、三谷議員にも大変な協力をい

ただいたという実例がございます。先ほど議員言われておりますことを議員みずからが

実践をされているというようなところもあろうかと思いますが、こういった取り組みを

一つは行政主導でという部分もあるわけですけれども、一つには企業努力の中でそうい

ったことが広がっていけばいいなという部分が一つございます。

それから、お米の地元産の活用といった部分につきましても、ここで具体的な施設名
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称は言うのは控えますけれども、地元産ということでお米を活用しておいしいお米だね

ということで利用客の方に喜んでいただいているという、そういった施設も町内にはあ

るということで御報告をさせていただきます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） 三谷でございます。今いろいろ話を聞く中で、具体的に

取り組むというよりか今からまた考えていかなければならないということが大半のよう

でございますので、そういう中で私ももうこういう中で二、三提案というのをさせてい

ただく中で質問のほうを終わっていきたいと思うんですが、これはこれまでの委員会で

も出ていましたように町内でトイレの箇所が少ないというような話が出てたんですが、

そのトイレと土産物売り場というんですか、これやっぱり必ずセットに置くべきじゃな

いかなと思うんです。それによって地域の産物なり商工業者の品物を置くことによって、

こういう一つの工夫の中で町内の消費が上がるなというようなことも思っていますので、

そういう部分の中での考え方も出てこようかなと思いますので、それが一つ考えていた

だきたいなということと、それから同じく野菜を売るとしても今回アグリイノベーショ

ンの関係でしたか、それぞれ野菜の成分分析をされてる思うんですね。その成分がよけ

れば、やっぱりそういう分の情報をその売り場で提供することによって、さらに同じ野

菜でも神河町で売ってる野菜の付加価値が高まりますということになりますんで、やっ

ぱりこういう部分でありとあらゆる方法を考える中で、この観光を通しての町内での消

費拡大に努めていってもらいたいなというふうに思っております。

その中で、総体的に話をしていきますと、町がやる部分、それからどうしても住民の

皆さんに協力をしてもらわなあかんという部分と、そういうような町一本では絶対今言

うとるような話は成就しませんし、かというて住民の皆さんにそれぞれこのことを丸投

げしてする中でもやっぱり成就はしないと思うんで、結局行政と住民の皆さんとの連携

の中で今１００万人を達成して、それが最大の経済効果を生むような最終目標に達する

んじゃないかと思うんですが、ひとつこの目標を達成するために町と住民の皆さんとが

どのような連携というんですか、をしていこうかなという、その辺の考え方があったら

教えていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 提案をいただいたところでございます。特にトイレと土産物売

り場というものはセットでということでございますし、また野菜の成分をしっかりと表

示していきながらＰＲに努めていく。そして町がやる、町民がすること、それぞれの役

割をしっかりと決めていくというところでございます。

これまでも町民と行政との連携といいますか、やはり行政だけで幾ら旗を振っても理

解を得られないとなかなか前に進まないという部分もございます。神河アグリイノベー

ションで今展開をしています糖度の高いニンジンであったり、本当に今もう具体的に生

産ができてきているところでございます。そういう部分について、もっとＰＲもしてい
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かなければいけない。情報発信ですね、そういうこともしなければいけないというふう

に考えております。

三谷議員の御質問の中で、農業の振興というところで毎回質問をいただいております。

その中で、私は地域農業再生協議会という協議会がございまして、そこでぜひ議論を深

めていきたいなというふうに言ってるんですが、まだまだ具体的な議論の展開というと

ころまではいっていないわけであります。そういう意味においては、私自身がもっと旗

を振らなければいけないなという思いもあるわけでございます。

それとあわせて、住民の皆様方同士の意見交換の場というものも極めて重要だという

ふうに思っております。集まれる場というものがないとなかなか状況がどうなっている

かわからないいうのがありますので、そういうことも今後考えていきたいというふうに

思っております。

トイレのことでいえば、一つはこの長谷ふれあいマーケット、そちらのほうで電源立

地の交付金事業を活用していきながら駐車場の整備、あわせてトイレの設置もさせて、

地域が盛り上がってしていただいているところでございます。観光バスが停車できる、

そしてトイレ休憩もできる。そこに地域の物産を販売できるような取り組みを、行政と

しても大いに期待をしたいというふうに思っております。

先般の予算特別委員会の中でも御意見として出ておりましたそれぞれのエリアにおけ

る公衆トイレというふうなものも、当然今後考えていかなければいけないものであると

いうふうに思っているわけでございます。

それと、もう一つは最初の答弁の中でも申し上げておりますが、改めて観光施設のみ

ならず歴史文化遺産も神河町はあるわけでございます。そういった文化遺産、歴史遺産

を宝物をもっと磨きをかけていきながら、ストーリーをつくっていく。こういうことが

訪れる観光客にとっては非常に神河を知るよい機会になるのではないかな。そこから定

住につなげるような情報発信をしていきたいと考えております。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） 三谷でございます。最後ですが、これも１点だけお願い

をしておきたいと思います。２９年度の町政運営の基本方針の中にこない書いてありま

す。自分たちも、これ住民ですね、住民もまちづくりの担い手であるという意識を持っ

ていただくようにお願いするというように書いてありますが、しかしまちづくりをする

ためには一番大もとになるのは行政であって、それでそれが行政の情報提供、そしてそ

のリーダーシップをとるということがまちづくりの基本になろうかと思いますので、こ

のことだけはしっかりする中で観光交流人口１００万人を目指す施策にお願いしたいと

思います。ありがとうございました。

○議長（安部 重助君） 以上で三谷克巳議員の質問を終わります。

○議長（安部 重助君） ここで昼食のため暫時休憩いたします。再開を１３時１０分と
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いたします。

午後０時０８分休憩

午後１時１０分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

午前中に引き続きまして一般質問を続けてまいります。

次に、８番、松山陽子議員を指名いたします。

松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） ８番、松山です。通告に従いまして質問をさせていただ

きます。

まず、１番目は豊かな自然を活用した子供たちの体験の場づくりについて質問させて

いただきます。

現在、神河町では「ふるさとを愛し こころ豊かで 自立した 神河町の人づくり」

という第２期かみかわ教育創造プランの基本理念をもとに、よりよい教育環境の充実を

図るべく進めておられます。

しかし、ふるさとを愛し心豊かな子供を育てるには、今以上に自然の中での体験の機

会を増すべきと考えます。神河町でしか体験できない特色ある教育、それは人工知能ロ

ボットのＰｅｐｐｅｒの導入やスキー教室だけではなく、豊かな自然やその中で暮らし

てこられた経験豊かな人の知恵や知識も子育て中の若い世代にとってはすばらしい教材

で、大きな魅力あるものだと思います。ぜひ子供たちに神河町の豊かな自然を活用した

体験の場を多くつくっていただきたいと思いますが、町長のお考えをお聞かせください。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、松山議員の１つ目の御質問にお答えさせていただき

ます。

平成２７年１２月の一般質問で藤森議員や三谷議員に同様のお答えをしているところ

でございますが、「ふるさとを愛し こころ豊かで 自立した 神河の人づくり」は神

河町教育大綱施策の目標であり、平成２８年度からの後期かみかわ教育創造プランの基

本理念でございます。

神河町の教育は、この基本理念のもと、これまでも教育委員会を中心に学校、地域が

一丸となってふるさとを愛する心を育む取り組みを積極的に行ってきたところです。平

成２７年度からは総合教育会議を開催し、私と教育長を含む教育委員の皆様とが教育に

ついての議論を深め、その中でも私からはふるさとを愛する心を育み、ひいては神河町

を愛し、神河町に住み続けたいという子供たちを育成する教育の推進についてお願いし

ているところでございます。

学校の統合により学校と地域との距離が遠くなり、これまで取り組めていた自然体験

活動や交流活動ができにくくなったことも事実ですが、そういう中でも学校は地域の御
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協力のもと野菜づくりやアユの放流、水生生物調査、近くの里山への登山や炭焼きなど

の自然体験のほか地域のお祭りへの参加、獅子舞などの伝統文化の伝承、地域の宝物で

ある歴史文化遺産に親しむ取り組み、教材としても神崎郡社会科副読本「私たちの神崎

郡」や神河町発行の「かみかわ百選」の活用など、積極的に取り組んでいるところでご

ざいます。

また、学校だけでなく社会教育の中でも土曜チャレンジ学習「かみかわおもしろ体験

塾」を平成２７年度から開催し、さまざまな地域にある体験活動を積極的に取り入れて

いるところでございます。

話は変わりますが、１月の大雪の際には幼稚園や学校では雪合戦や雪だるまづくりな

ど雪遊びに興じたところですが、家に帰るとゲームをし、なかなか外で遊ぶことが少な

くなってきているのが現状ではないかと推測いたします。また、人口減少で地域のお祭

りなどもできにくくなっている地域もあります。学校教育、社会教育だけではふるさと

教育は進みません。特にふるさとを愛する心豊かな人づくりの根幹は、地域や家庭の教

育の中で大いに育まれるものだと考えるところです。

今後も地域との連携の中で、また家庭教育の充実を目指した取り組みをより一層進め

る中で、ふるさとを誇りに思いふるさとを守ろうという意識の醸成、さらには神河町に

住み続けたいという気持ちに進展していくよう、しっかりと取り組んでいきたいと考え

ているところでございます。

以上、松山議員の１つ目の質問の回答とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） 今、町長のほうから答弁があった内容を見ますと、やは

り小学校からについての体験については各メニューもあり、体験の場をつくっていると

いうふうに申されましたけれども、実は子育てというかまだ一、二歳の子供さんを持っ

ておられる親御さんとお話しする機会があったときに、こちらへ嫁いでこられての体験

というか感じられたことのお話だったと思うんですけれども、せっかく自然豊かなとこ

ろにいるんだけれども、その中で思い切り子供を遊ばせてやる場所がないというか、環

境が何か少なくて残念に思うと。山の中に入っていったりとか、そこに落ちている木を

拾って何かをつくるとか、そういった何もないところでそこから物をつくっていく楽し

さとか泥んこになって遊ぶとか、そういった体験の場をどこかでつくっていただけると

ありがたいなというふうな言葉が出ました。

実際私が子育てした、もうそれこそ２０年も３０年も前になるんですけれども、本当

に周りは田んぼや山です。でも自分の家で稲をつくっているときには、子供もその場で

遊ばせていれたかと思います。しかし今の環境となりますと、機械化したり、または営

農組合の方が稲作をというふうな形の中でしたら、自由に田んぼの中に入ることも許さ

れない場合があったりします。ましてやその田んぼの持ち主でない場合は、余計にやは

り皆さんの許可を得ないといけないものなのかどうなのか。山に入るにしても、自由に

－２５８－



入っていいのかもわかりません、大きな木を切らない限りは。でも、そういったことす

らやはり初めて来られる方にとっては大きなハードルになるんだと思います。山に入る

にしても今はシシや鹿の柵があったりしますので、それ以上の中にも入ることは子供た

ちにとってはなかなかできないというふうな環境にあります。

ですから、まずは子育てを今からしようというお母さん方、手を引きながら山の中、

畑の中や田んぼの中でも自由に遊べる、そういった場所の提供なり協力者という形を見

つけていただいて提供していただくということはできるのかどうか、教えていただきた

いなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

○議長（安部 重助君） 教育課長。

○教育課長（松田 隆幸君） 教育課の松田でございます。今、幼少期の事業としまして

は、神河町では子育て学習センターでの事業、またきらきら館での事業に取り組んでお

るところです。今おっしゃっていただいたように、自然と触れ合うというような事業も

中にはありますが、まずは親子の関係をしっかりとつくるということで現在取り組んで

おる中で、今、松山議員さんがおっしゃったように地域でのそういう活動の場での活動

も今後考えていきたいと思います。

ただ、ふだんのやっぱり活動というのは、町長の話もありましたように地域であった

り家庭というのがやはり基本でありますので、なかなか教育課で取り組んでいる事業だ

けでは十分とは言えませんので、本当に地域であったり家庭の中で近隣の方との協力の

中でそういう事業がより進むといいなというふうに考えるところでございます。以上で

す。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） 教育課長のほうから、子育て学習センターとかきらきら

館での取り組みについてできれば取り入れていきたいというふうに受け取りました。ま

ずそこからスタートでいいかなと思います。ただ、地域、家庭でそういった子供にかか

われる環境であればいいんですけれども、やはり共働きでお忙しいお母さんお父さん、

そしてまた土日にも休みがとれない仕事をしていらっしゃる方、それとかひとり親の家

庭の中でしたらやっぱり地域との作業なりそういったことに時間をとられて、子供のほ

うに目を向いて一緒に思い切り遊べるという時間がとれない環境があるかとは思います。

ですからできれば身近なところで、送り迎えもしなくてもいいようなところでちょっと

安心して思い切り自由に遊べる場所をどこかでつくっていただけるような地域づくりと

いうんですか、そういったところにも呼びかけていっていただきたいなというふうに思

います。

最近、ちょっとこれもテレビ情報でしかないんですけれども、ロコモ症候群という病

名といいますか、そういった症状というんですか、それは今まではお年寄りが年を行く

に当たって運動機能が低下して転びやすかったりとか体が動きにくくなったりとか、そ

ういったことが起こり得るものなんですが、それが子供にも見えてきている。子供ロコ
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モというふうな言葉で言われているんですけども、それの要因の一つにやはり公園とか

外遊びが少なくなって、ゲームとかパソコンとか勉強とかそういったところで室内遊び

にとらわれて、外での思い切り運動することが減ったとか睡眠不足であるとか、そうい

ったことが影響でそういった健康面からもいい流れではないというふうに言われており

ますので、外で遊ぶということがやっぱり幼児期には大切であるということを再認識し

ていただきたいと思いますし、それから精神面からは少し危険な遊びをすると逆境に強

くなる。折れにくい心とか立ち直る心も育つ。反対に、そういう経験をしていないと危

険回避能力がなかなか身につかない。何かあったときにこれは危ないんだというふうな、

そういった経験がないとその中に巻き込まれてしまうとか、そういった敏感になるとい

うんですか、そういったことについてもやはり養えないというふうに言われております。

ですからせっかくのすばらしい環境で育ってほしいですし、そこで育てられた子供さん

たちはやっぱり田舎を愛すると思います。

今、神河町に移り住んでこられてる若い世代の方については、なかなか働く場所はな

いかと思います。それをあえて神河町を選んで移り住んでくださってる方というのは、

やはり自然の中での子育て、それから安心できるお米や野菜づくり、そういったことに

憧れて移り住んで来られていると思います。そういったことについての、それに応える

べきまちづくりというのは大切ではないかなというふうに思うんですけども、いかがで

しょうか。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 私は、答弁の中で最初に申し上げているのが、このふるさとを

愛するという心をとにかく醸成できるような教育をやっていただきたいということを申

し上げております。その中で、教育委員会を中心とした中でどういった教育ができるか

ということを具体的に取り組んでいただくということを、あとはもう任せているところ

でございます。

とは言いながらも、教育部局が予算を持っているということではございません。予算

を確保するということはやはり町長部局ということになりますから、私の基本的な考え

方としてはやはりこれからの地域づくり、地域創生も含めて教育というものをおろそか

にはできないというふうに考えております。お金はかけるべきだというふうに私は常に

申し上げているわけでありますので、教育についての予算の確保もしっかりと要求をし

ていただきながら、それに応えていくというのが私の基本的な姿勢というふうに理解し

ていただければいいかなというふうに思います。松山議員の質問からいけば教育環境と

いう部分での御質問でございましたので、教育に関する答弁をさせていただいたところ

でございます。

その上で、さらにこの質問の範囲を広げられた中に就学前の教育としての教育といい

ますか、子育てという視点でもってもっと自然に身を投げるといいますか、自然と一緒

に遊ぶという、そういうものを取り入れてはどうかということでございます。危険を感
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じることで、また危険回避能力も芽生えてくる。もう当然のことやと思います。要する

に、私たちが子供のときに学校が終わってから、自分たちの自己完結型といいますか、

そういった環境の中で遊びを通じた、そしてまた上級生と低学年というそういった子供

の社会ではあるけども、実はそれが社会に出ていく中で非常に基礎となるような、そう

いったものが遊びの中で培われたというふうに捉えるべきだろうと。その部分が全く今

はできていない。そこを行政としてどういうふうに取り組めるかということやというふ

うに思います。

神河町はまだそういった自然の中で子供が一緒に遊べる環境というのはできてはおり

ませんが、例えば隣の多可町でいえば森の学校のようなそういった自然の中で、建物が

特にあるわけではなくって、自然の中で一日を過ごすというふうなそういったものもあ

るようでございます。なかなかそういう情報は聞いておりますが、具体的に自分が足を

踏み入れて体験をするという状況にはございません。そういうところについては、どう

いうふうにされているのかというところはもう少し行政として把握をすると同時に、何

ができるのかというところは考える要素はあるのかなと。

しかしながら、危険が伴うということになってきますと、やはり預ける親にしてみて

も、今、親にしてみても安全性が担保されないとやはり保護者にとってもいろんな問題

が生じてくるというふうに思うわけであります。何かがあったときに、行政がやれば必

ず行政として責任が伴う。どこがしても同じことだと思います。この事故があったとき

の責任の所在を明らかにし、そして安全が担保されるものというものが具体的にどうい

うものがあるのかというところも、慎重に考えていかなければいけないだろうというふ

うに思います。

ですから繰り返しになりますけど、我々の子供のころは学校から一旦外れた中で自分

たちの遊びの中でやってきたということでございますから、全てが自己完結型やという

ふうに思うわけであります。そのあたり、少しどう捉えていくかというところは検討の

余地があろうかというふうに思います。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） 先ほど町長のほうからのお言葉がありました多可町のほ

うでの取り組み、これにつきましても私も幾らか情報をもらってる部分があります。こ

れは森の幼稚園という取り組みなんですけれども、やはり園舎というんか建物がない中

で森なり川なり田んぼなりで保育士さんは１人か２人かいらっしゃるかもわかりません

が、場合によったら保護者も一緒になって自然の中で基地をつくってみたりとか、いろ

んな遊びをした中で五感をフルに使って体験させるとか、そういったことを重きに置い

た幼稚園のようです。多可町については、認可外幼稚園だと思うんですけども２つの幼

稚園がありまして、どうも平成２９年度から多可町のほうがその取り組みに対して助成

をするという方向で、当初予算のほうに計上するというふうなことで新聞記事に載って

いたようです。やはり自然体験を通じて子供の主体性が養われるということで、それを
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評価して町外からの移住者が期待できるという、また定住促進事業として取り組んでい

くというふうな多可町のほうの取り組みであるということです。そういった子供たちの

伸び伸びとした活動、それから親御さんの思いというのを理解した上での助成金という

方向に考えられたんだと思います。

まだ神河町にとっては自主的な活動については、どうも１組の方が個人的に活動して

おられるというふうには聞きました。それと、もう１組は町内に移り住んでおられるん

ですけども、多可町の森の幼稚園のほうに子供さんを連れていかれている方もいらっし

ゃるというふうに思います。やはりそういったことが今本当に魅力になるというんです

か、子育て環境ということに一生懸命になって親御さんについてはそれが大きなもので

あるというふうに、価値を持ったものであるというふうに思っておられます。もっとそ

ういうことではなくて、子供には英語を、勉強をもっともっと一生懸命やらせていただ

きたいという親御さん、それぞれの価値観は違うかと思いますけれども、それぞれの思

いを酌み取っていただいて、できればそれに対する側面からでの支援というんですか、

情報提供なりをしていただけないかなというふうに思います。

個々での活動はなかなか広がらないんですけれども、それを例えば子育て学習センタ

ーさんのほうででも情報がもし入れば、こういうところでこういう活動をしておられま

すよとか、こういう思いの方がいらっしゃいますよとかそういった情報発信、そういっ

たことをしていただくと活動が広がっていくんではないかなというふうに思うんですけ

れども、そういったことについてはどうでしょうか。御協力いただけるというふうに御

返事いただけますでしょうか、どうでしょうか。

○議長（安部 重助君） 教育課長。

○教育課長（松田 隆幸君） 教育課の松田でございます。先ほどの多可町の森の幼稚園

につきましても、神河町から行かれているという情報もうちのほうでは捕まえておりま

す。現実に神河町で同じような取り組みという部分では、なかなか今の体制の中では難

しいかなというふうには思いますが、いいものにつきましては情報提供ができるように

まずは情報収集をしていきたいというふうに考えるところです。以上です。

○議長（安部 重助君） 副町長。

○副町長（細岡 重義君） 細岡でございます。今、神河町でも峰山の麓にあります保養

所を使って子供の冒険の森をつくろうというようなお話がありまして、それは校長を退

職した方でございまして、またそれに賛同している人たちも校長先生、また学校を退職

された方が寄ってＮＰＯを立ち上げて、そして子供たちに自然に触れさそうというよう

な意気込みで今取り組みをされておりまして、役場のほうにもこういうことをやりたい

んだということで来られました。そういう中で、近くに谷口参事もおられて一緒に協力

しようということで、今そういうような働きかけもありますので、谷口町参事のほうか

らちょっと説明を加えます。

○議長（安部 重助君） 谷口町参事。
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○町参事（谷口 勝則君） 総務課、谷口でございます。子育て支援対策につきましては、

住民生活課、教育委員会、健康福祉課また地域振興課と役場総ぐるみの中であらゆる施

策を展開しているわけですけども、その中で役場としてできることにはやはり限りがあ

ります。やっぱり保護者として家庭の中でやっていただかなければならないこと、また

地域の中でお互いが共助として育てていく面というのが当然大事でございます。

そういった中で、去年の夏休み前から旧の新日鉄の広畑の保養所を峰山山荘というこ

とで、姫路市の豊富の方で高校の校長を退職された方が森のわんぱく冒険塾ということ

で子供はやはりそういう野山で、また自然の中で育てていきたいというようなことで開

かれております。松山議員が言われますように、やはり野山で体験する、そして自然に

触れていくというのは非常に大事なことでございます。それが役場ができるかといえば、

やはりできにくいもんもあります。そういう志のある方が子供の将来のためにそのよう

な森のわんぱく冒険塾というようなことを開いて、青少年の健全育成に努めていきたい

というふうな思いで、そこが峰山のあそこの旧新日鉄の広畑の保養所が絶好の場所であ

る。また、スキー場のオープンも含めて四季を通じていろんな子供に対する取り組みが

できるということで、意欲を持って取り組んでいただいています。

そういった中で、ひと・まち・みらい課もその支援を行っておりますし、私も含めて

それに賛同して個人的にも、また役場としても協力をしてそれを大いに盛り上げていっ

て、地域の子供たちのため、また播磨地域の子供たちの活動の場所になっていくことが

民間の方々の中で取り組んでいただけることが非常にすばらしいということで、今、支

援をしております。

その方は、ちなみに今副町長の高校の同級生でございまして、そのような活動をここ

の場で昨年の夏から展開をしていただいております。今後においてもひと・まち・みら

い課も含めて支援をして、その活動がさらに充実できるように取り組んでいけたらと思

っています。以上です。

○議長（安部 重助君） 教育長。

○教育長（澤田 博行君） 子育てするためにはやはり学校があり、そして地域があり、

そして家庭があるという、そこら辺のところの役割分担というのが一番大事じゃないか

なと私は思うんですね。例えば森の幼稚園というとこら辺でいく場合には、本当に自然

体験を今はしている。そういうことで自然体験が大事だという親御さんがおられて、そ

ういうように育てていかれるということも大事なことだと思います。

じゃそしたら今私たち教育委員会としましては、幼稚園とか小学校とかそこら辺のと

ころでのどのような自然体験ができるかということで、町長から答弁していただいたと

ころです。ということでやはり学校の役割をきちっとしながら、そして今言われていま

した外遊びが少ないとか運動、そういうことの経験が少ないために危険予知能力が劣っ

ているとかいうことについては、我々の小さいときからの子供たちと今の子供たちとで

はそういうような比較されると、やはりそういう点では欠けているだろうと私は思いま
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すので、そういうことをいかに学校の教育をしながらそういう経験もさせていかなけれ

ばいけないかということが大事ではないかなと思うんで、その自然体験ばっかりしてそ

れでいいんだとかいうことではないと思うんですね。だからそのような小学校へ入った

ときにきちっと座って学習をするということもできるような子供もつけながら、外でた

くましく育つという子供たちもしていくという、そういうことが私たちには今求められ

ているということで、いろいろな経験を学校でさせています。

しかし、今の世間一般的に言いますと、やっぱり若い親御さんたちがそういうことを

余りされていなかったんだと思いますし、そのような親御さんが自分たちで子供を育て

ようとかこのような子供に育てたいとかいう意識が少ないということで、なかなかそう

いうような体験をさせていただけないというとこら辺もあるので、やはり神河町で劣っ

ているところはそういう環境をつくっていくためにいかに少しでも前へ進めるかという

ことが大事なことだとは思うんですけれども、そこら辺のところでやはり教育委員会と

しましては学校ではこんなことをしますよ、そしてこういう体験もさせていますよ、家

庭ではこういう勉強をさせてくださいよ、家庭ではこういう体験も大変いいことなので

してください、親子の触れ合いもこのようにしてくださいというようにしてお願いして

いるところで、そういうとこら辺から子供たちをそういうように健やかに育てていきた

いなというふうに考えているところです。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） 私の理解がしてない、知らない状況の中で、やはり神河

町の中でもそういった取り組みをしてくださってる方ができているというふうなことを

教えていただきました。ありがとうございます。

自然体験というのは、もう本当に自分でそれをさせてやれない親にとっては、どこか

でそういったことを体験させてやりたい。中学校になるまでの時間的に余裕があるとき

に、そういった体験をさせてあげたいという思いのお母さん方もいらっしゃるかと思い

ます。

ことし高校を卒業された親御さんの話なんですが、小さいときにやっぱりその方も母

子家庭です。お父さんお母さんと一緒に生活はしておられますけれども、なかなかそう

いった子供たちだけでの体験をさせてやれないということで、どこか町内でということ

で探されたんですが、やはりそのときにはまだやまびこ学園の体験というのが子供２人

を行かすにしてはちょっと金額的に、長期ではなかったかと思います、短期だったとは

思うんですけれども、やはりそれがかさむについては経済的なものもあるということで、

ほかにもどこかにないかなということで姫路のほうのボーイスカウトに入らせて子供た

ちは電車に乗ってそこに行った。ですからそこでいろんな体験をして、大人になってど

うにか高校を卒業するとこまで来たんだけれども、それからの体験が家庭の中でなかな

か火をつけるということが経験がなかった、経験をさす機会がなかったからかもわから

ないんですけれども、今で言うチャッカマンですね、そういったことが早速に使えなく
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てどぎまぎした。火はおこせてもチャッカマンの使い方がわからなかったということで、

親子して笑ったというふうなことのお話をされました。

やはりどこかの形で経験をするということは大切なことだと思いますので、いろんな

場面で今の生活の中では使わないものであってももしも山の中で一人になったとき、も

しくは災害があったときに対応できる生きる力をつけてやる機会をやはりいろんな場面

でつくってやっていただきたいというふうに思います。この子育ての自然環境のことに

つきましてはこれで質問を終えまして、次の質問に移りたいと思います。

２つ目につきましては、ケーブルテレビ電話の廃止に伴う福祉電話の対応についてで

す。

防災行政無線の設置により、ケーブルテレビ電話の使用は平成３０年末までと聞いて

います。その後についてはＮＴＴの有料電話を使用しなければならないということです

が、高齢者のみの世帯等の対応について、安全・安心な生活環境の確保、振り込め詐欺

や悪質商法などからの防犯対策の面も含めてのお考えをお聞かせいただきたいというふ

うに思います。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、松山議員の２番目の御質問にお答えさせていただき

ます。

平成２９年４月から防災行政無線の運用開始により、現在ケーブルテレビ電話のみ利

用されＮＴＴの固定電話や携帯電話を設置されていない方については、緊急災害時など

の際、通報手段がなくなるわけでございます。町としましては、安全・安心に暮らせる

よう対応する必要があると考え準備を進めているところであります。

ケーブルテレビ電話のみ利用し、固定電話、携帯電話のない方の把握については、昨

年９月に健康福祉課が民生委員、児童委員に御協力をお願いし、生活保護受給者や要援

護の方など生活困窮世帯の電話の設置状況を把握しており、該当世帯が数世帯あると確

認しています。しかし、この方々以外にも民生委員、児童委員が発見できていないケー

ブルテレビ電話のみ利用の世帯もあると考えられますので、今後町内の方にお知らせで

きる広報や防災行政無線等を利用して生活困窮世帯の把握に努めてまいりたいと考えて

おります。

そして、松山議員の御指摘のとおり平成３０年３月までにはＮＴＴの固定電話を給付

できるよう、平成２９年度一般会計に１０件分の予算計上を行っているところでありま

す。

また、振り込め詐欺や悪質商法などからの防犯、消費者保護の対策については、これ

まで不審な業者の訪問情報がもたらされていると注意喚起の行政放送を行っていました。

今後においては、防災行政無線を通じて各戸に設置しました戸別受信機からの行政放送

による注意喚起に加え、緊急の場合は屋外拡声子局の外部スピーカーからの注意喚起放

送も可能になりますので、より安全・安心な対策ができるものと考えております。
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以上、松山議員の２つ目の質問の回答とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） 松山です。固定電話のない世帯、生活困窮世帯とか高齢

者世帯ということになりますか、そういったところに対して１０件分について電話を設

置するという計画であるというふうには予算の中でも計上しておられました。ただ、そ

の電話は設置はしていただくけれども、通話料金についてはもう各自でというふうにな

るのでないかと思うんですけれども、それはいかがでしょうか。

○議長（安部 重助君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。現在では福祉電話に

ついては神河町老人日常生活用具給付等事業実施要綱により、おおむね６５歳以上の低

所得の寝たきり老人に固定電話を給付できるようにしておりますが、利用者はおられま

せん。

それで今度低所得向けの要綱に変えるわけですけれども、設置費については町が全て

持ちますが、基本加入料そして使用料については個人負担とさせていただく予定でござ

います。以上です。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） 松山です。使用料が今からは、通話料ですか、が発生す

るということです。今現在使っているケーブルテレビのメリットといいますと、町内の

人からだけの通話ということですので悪質商法の方や振り込め詐欺については町外から

の勧誘が多いということで、それについてのその電話に出ない限りは安心であったかと

いうこと。そういうことがあって、ひとり暮らしだけではなくて家族がいらっしゃる御

家庭にとっても昼間高齢者の方だけになる場合、たびたびそういった商法にひっかかる

方がいらっしゃったおうちがあるんですけれども、その方についてはもうＮＴＴ電話を

切って、ケーブルテレビ電話だけで近所の方なり町内の方とのお話ができる体制で生活

をしておられるおうちもあります。そのほうが本当にいろんなことにトラブルに巻き込

まれない、安心であるというふうなことでのメリットでした。

そしてまた通話料につきましては無料であって、友達や近所の人とも時間を気にせず

に話ができていたということで、安否確認とかそれから孤独感からの解消という形で大

いに役立っていたんではないかなというふうに思います。そのケーブルテレビというメ

リットがなくなるということについては、今現在町民の方がどこまで理解しておられる

かということもあるんですけれども、やはり生活の中で電話料金というのは小さなもの

と思われるかもしれませんが、１年間を通していくと大きな金額になる可能性もありま

すので、やはりそこらのところのできれば何か手だてがないかなというふうに思います。

その中でなんですけれども、私は機械とかそういったことについてはもう全く無知で

すので、ちゃんとした情報ではない、可能かどうかということをお聞きしたいと思うん

ですけれども、ＩＰ電話の使用ができればそういった今までのケーブルテレビと同じよ
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うな形での無料の通話ができるんではないかというふうにお聞きしたんですけれども、

それについては何か情報を持っておられるようでしたら教えていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 情報センター長。

○情報センター所長（藤原 秀洋君） 情報センター、藤原でございます。松山議員さん

おっしゃっていますＩＰ電話につきましては、ＮＴＴさんとかほかのｅｏ光さんとかが

されてるインターネットに入られた方でなければ、そのＩＰ電話自体を設置することは

できませんので、反対にインターネットに入ることによって約０００円近くの利用料

がかかりますので、今以上の支出が必要になると思います。

それとＩＰ電話につきましては、今で言います町内だけの電話でなくＮＴＴの電話と

同じように町外からもかかってきますので、今、心配されている町外からのいろんな迷

惑電話の部分についても、ＮＴＴの電話と同じような形の被害が出ることは考えられる

とは思います。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） ＩＰ電話については、インターネットをつないでいる家

庭にとってはメリットのあるものなのかなというふうに受けとめたんですけれども、そ

うでない方にとっては月額０００円余りの金額が発生する。それから、防犯的なもの

については対応ができないというふうなことであるというふうなお話でした。インター

ネット接続の会社がそれを取り組むというふうなこととすれば、私が今回質問しました

生活弱者といいますか、そういった方についてのメリットは少ないかもしれないんです

けれども、大きく考えて町内住民の方にとってはどうなんでしょうか。ちょっと質問か

ら外れるかもしれませんけれども、ＩＰ電話というのは町民の方にとってはプラスにな

るものなんでしょうか。もし可能であれば教えていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 情報センター長。

○情報センター所長（藤原 秀洋君） 藤原でございます。どう言ったらいいんでしょう

ね、ＩＰ電話自体の仕組みとしてインターネットに接続する環境が必要やという部分が

一つあります。それとＩＰ電話といいながら、それを運営している業者間であれば確か

に無料なんですが、それ以外のところに電話をかける場合は同じように通話料が発生し

てくるところもございますので、町内全体が同じ通信会社のＩＰ電話網を引くという話

になればそれなりのメリットはあるかもしれませんが、今のようにいろんな業者の中で

のＩＰ電話をつけられる環境になりますと余り大きなメリットもないのではないかなと

考えられます。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） やっぱりいろんなメリット、デメリットがあるというこ

とですので、今現在言っておられる町としては方向を持っておられるのは、もうＮＴＴ

の固定電話のほうに切りかえる。高齢者についてはそういうふうな形であるというふう

に方向性を持っておられるようですが、ＩＰ電話についても何か最近出てきたというん
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ですか、その情報網といいますか、電話のあり方が少しずつやはり開発されて変わって

きているというふうに聞いておりますので、今からもうこれでないとだめとか一つの考

え方ではなくって、いろんな方法があるんではないかというふうに思って、いろんな対

策というんか方法を探っていっていただければなというふうに思います。ＩＰ電話に入

っても、ＮＴＴの今考えておられる固定のその電話であっても、どちらにしても防犯的

なものについてはもう個人でできるだけ対応しないといけないというふうなこととする

なら、そういったことに対する周りの方の支援ですか、それとか何かそれに対する防御

策というものがないかどうか。常にアンテナを高くしていただいて、住民の方の安心な

生活を保っていただけるような、そういった体制を常に持っていっていただきたいとい

うふうに思います。

この１０台ほど今回設置される電話については、どうなんでしょうか、ナンバーディ

スプレーですか、そういった形の電話機なんでしょうか。それはまだ今から検討ですか。

○議長（安部 重助君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。低所得の方に無償で

お渡しする電話ですから、最低電話の機能を有するものということを考えています。た

だ、どうしてもそのためにナンバーディスプレーがついてる固定電話を欲しいというこ

とになれば、そのナンバーディスプレーを使うために月額たしか４００円だったと思い

ますけども、月額基本料が加算されることになります。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） 今回、２万０００円の１０台分ということで予算を持

っておられたかと思います。これについては、取りつけ料とかそういった機種だけでは

ない経費も含めての予算であるかとは思いますが、このごろはナンバーディスプレーは

ついてる機械であってももういろいろな金額設定があろうかと思いますので、できれば

そういった電話のナンバーが出るものでもって対応していただけると、その番号を見て

電話をとるべきかとらないほうがいいかというのを判断をしていただけるんではないか

なというふうに思います。それも含めて、取りつけていただく御本人さんの希望を聞き

ながら、予算的なものもありますでしょうし、あと自己負担がこれだけ発生するという

ことも含めてなんですけれども、できるだけ不安を持たなくて生活ができるような環境

をとっていただきたいと思います。

それと、繰り返しますけれども、ＩＰ電話が今からでしたら町民の方にとってプラス

になる要素が大きいとするなら、それについての研究も深めていっていただきたいと思

います。そのことについて、ちょっと幾らかでも御返事いただけるようでしたらお願い

したいと思います。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） このたびの神河町が事業を進めております防災無線システムで

ございます。防災無線システムを導入するに至った経過というところを、いま一度再確
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認していただきたいというふうに思うわけであります。

それもいろいろな要素があろうかと思いますが、この神河町内での放送につきまして、

このケーブル局舎における告知放送というのは町内全域にできるわけでございますが、

しかしながらそれぞれの区長様、集落ごとに放送する部分については、旧といいますか

神崎エリアあるいは大河内エリア、最大そのエリアでしか放送ができないということが

ございました。その部分の解消をということで、私、就任しましてからも集落懇談会の

中でも多くの要望も聞いたところでございます。しかしながら、今のシステムである限

り、なかなかそれは実現不可能な状況にあるということがまず１点でございます。

それと、もう一つは、近年非常に多発しています自然災害であります。神河町におい

ては倒木によるケーブルテレビの線の断線であったり、そうなってきますと要するに通

話ができなくなってしまうということでございますし、また停電いたしますと使えない

という状況が生まれてまいります。そういった自然災害に対応するより安全・安心なま

ちづくりを進めていく上において、どういったものが必要なのかということをいろいろ

と行政サイドで研究をいたしましたところ、緊急防災・減災対策債という有利な事業で

もってこの防災無線システムを導入することができるということでございます。事業規

模も本当に大きな６億、７億という事業でございます。

ただ、このマイナス部分がある。それがこれまで利用してきたケーブル電話、ケーブ

ルテレビの要するに電話機能が使えなくなるということでありました。それは議員質問

される以前の問題として、我々行政としてもその部分についてもいろいろと協議もして

きたところでございますし、議会にもお諮りをしながら予算提案もさせていただき可決

もいただき、さらに昨年は担当課のほうで４０集落全ての集落に行政防災無線のシステ

ムの説明会に回らせていただいたところでございます。説明をすることで、より具体的

に見える一方で不安も募ってくるということではございますが、その点についてももう

以前からその対策どうするんだと。特に生活困窮者対策については、しっかりとやらな

ければいけないということでございます。そういった過去の経過も踏まえて現在の状況

に至っているというところは、いま一度御確認をいただければというふうに思うところ

でございます。

要するに、私どもも議論になりましたのは、ＮＴＴの固定電話を設置されていない世

帯というのがどのぐらいの世帯があるのかということも少し話をしたところでございま

す。しかしながら、私がイメージする上において、大河内エリアでいえばＮＴＴの固定

電話が設置されていない御家庭というのは本当にまれではないかなというふうに思うわ

けですし、最近でこそ若い世帯は固定電話を設置せずに逆に携帯電話で対応するという

ような状況もございますので、そのあたりも含めて、本当に全くこれまでＮＴＴの固定

電話がない世帯にとっては全く新しくＮＴＴとの契約、加入分担金も払って工事もやっ

てということになるのかもしれませんが、それも十分行政としても協議をさせていただ

く中で、最終的に今の形をとらせていただいているということでございます。逆に言え

－２６９－



ば、ＮＴＴの固定電話を設置されていないという世帯は逆に本当にまれであるというふ

うなところからの、今回のシステムの中身であると私は認識しているところでございま

す。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） 十分に協議した上でのことであるという町長の御意見を

十分に理解させていただきます。もう本当に私の認識不足なのかもわかりませんが、認

識不足というか浅い知恵というか考えでしかないかもわかりませんけれども、やはり状

況は刻々と変わっていってるという中で、そのＩＰ電話がベストだとは言っておりませ

ん。ただ、町民の方にとって何が一番生活の中で不安を取り除けて生活ができるかとい

うことをいろいろと考えながら進めていっていただきたいなというふうに、そういう思

いもあって締めくくらせていただきたいと思います。

これで質問を終わらさせていただきます。

○議長（安部 重助君） その前に、教育課長のほうから答弁、よろしいですか。

教育課長。

○教育課長（松田 隆幸君） 教育課の松田です。先ほどの１つ目の質問について、一言

私のほうからもお話をさせていただけたらと思います。

松山議員さんの最後の中で、仕事による時間がない、また経済的に自然体験をさせら

ない親御さんもいるというお話の中で、少し視点を変えて少しだけお話をさせてくださ

い。

昨年、幼稚園が取り組みました研修の中で子育て学習をしました。子供と触れ合う時

間が少ないから愛情をかけてやれないということではないという講演を、幼稚園の先生

方と私も聞かせていただいたところです。例えば、時間がなくても帰ってきたときに子

供をぎゅっと抱いてやること、これが一つの愛情である。仕事に行く前に御飯を置いて

出かけるときに、置いて出かけるだけじゃなくてそこに一言手紙を添えておくことがそ

れが愛情であるというお話を聞きました。そういう部分では、時間がないということは

確かかもしれませんが、違う視点でやはり子供たちに愛情をかけなければいけないとい

うふうに考えております。

また、やまびこ学園とかボーイスカウトの部分につきましても、自然がたくさんある

中で例えばボーイスカウトに行かすことが本当に自然体験をふやしたりいろいろな体験

をさせることかというとそうではなくて、例えば買い物に行くときに子供と手をつない

であぜ道を歩くということであったり、食事をつくるときに横で一緒に包丁を使って切

ったりとか、そういうような身近な体験というのが本当は大事なのではないかというふ

うに、私はその研修のときに感じたところでございます。

そういう中で、幼稚園の先生また子育て学習センターの指導員もいろいろな研修に行

ったり学習もしております。そういう中で、今申し上げたような家庭教育という部分に

つきましては、これからもしっかりと力を入れて取り組んでいきたいというふうに思う
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ところです。以上です。ありがとうございました。

○議長（安部 重助君） もし何かありましたらどうぞ。

○議員（８番 松山 陽子君） 今、松田課長が言われたように、親の姿勢なり親の取り

組みはいろんな場面で子供に対応できるというふうな御意見でした。神河町の中では２

世代、３世代という形の中で生活をしておられる家庭もあれば、もう親子だけで生活し

ておられる家庭もあります。それぞれの家庭環境の中で、親御さんはしっかりと子供さ

んのことを見て子育てに取り組んでいただきたいというふうに思います。親育てが一番

大事な時期かと思いますけれども、それについても、今、松田課長が言われたことを町

民の皆さんにできるだけ聞こえるような形で進めていっていただきたいと思います。こ

れで終わります。ありがとうございます。

○議長（安部 重助君） 以上で松山陽子議員の一般質問が終わりました。

・ ・

○議長（安部 重助君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

お諮りします。あすから３月２３日まで休会いたしたいと思いますが、これに御異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。よって、あすから３月２３日まで

休会と決定しました。

次の本会議は、３月２４日午前９時再開といたします。

本日はこれにて散会といたします。どうも御苦労さんでした。

午後２時０８分散会
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